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15 『周書秘奥營造宅経』訳注Ⅱ 

は
じ
め
に 

『
周
書
秘
奥
營
造
宅
経
』
は
、
明
刻
本
『
居
家
必
用
事
類
全
集
』「
丁
集
・
宅
舎
」

に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
お
も
に
宅
地
や
居
宅
に
関
す
る
種
々
の
吉
凶
判
断
が
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
前
半
は
、
宅
地
周
辺
の
地
勢
や
環
境
（
道
路
、
河
川
、
樹
木
）

に
よ
る
吉
凶
、
宅
地
に
お
け
る
居
宅
の
配
置
な
ど
に
も
と
づ
く
吉
凶
、
居
宅
の
造

営
や
構
造
（
梁
、
棟
な
ど
）
に
よ
る
吉
凶
、
宅
地
の
周
囲
に
植
栽
す
べ
き
植
物
と

そ
の
配
置
に
よ
る
吉
凶
、
あ
る
い
は
家
屋
造
営
に
お
け
る
柱
・
梁
・
棟
木
、
簷
な

ど
の
用
い
方
に
よ
る
吉
凶
、
居
宅
内
の
環
境
や
家
具
配
置
な
ど
に
よ
る
吉
凶
な
ど

の
占
断
が
記
さ
れ
て
い
る
。
後
半
は
、
樓
や
廰
堂
、
庭
軒
、
房
室
、
門
戸
、
井
竈
、

天
井
、
窓
、
溝
瀆
、
厠
な
ど
の
項
目
を
た
て
、
そ
の
項
目
ご
と
に
造
営
法
や
形
状
、

配
置
な
ど
に
も
と
づ
く
吉
凶
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

す
で
に
『
周
書
秘
奥
營
造
宅
経
』
訳
注
Ⅰ
（
水
野
杏
紀
・
平
木
康
平
『
人
文
学

論
集
』
第
二
十
九
集
、
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
会 

二
〇
一
一
）
で
は
前
半
部
の

訳
注
を
施
し
た
が
、『
周
書
秘
奥
營
造
宅
経
』
訳
注
Ⅱ
は
、
そ
れ
を
承
け
た
後
半
部
、

樓
や
廰
堂
、
庭
軒
、
房
室
、
門
戸
、
井
竈
、
天
井
、
窓
、
溝
瀆
、
厠
に
つ
い
て
の

訳
注
で
あ
る
。 

明
代
の
「
宅
経
」
で
あ
る
『
陽
宅
十
書
』「
論
宅
外
形
第
一
」
の
訳
注
（
１
）

は
、

す
で
に
『
人
文
学
論
集
』
第
二
十
六
集
（
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
会 

二
〇
〇
八
）

に
登
載
し
た
が
、
こ
の
『
陽
宅
十
書
』
に
は
『
周
書
秘
奥
營
造
宅
経
』
と
類
似
の

記
述
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
そ
の
注
で
両
書
の
類
似
す

る
箇
所
を
対
照
し
て
挙
げ
て
お
い
た
。 

訳
注
の
底
本
に
は
、
明
刻
本
『
居
家
必
用
事
類
全
集
』
丁
集
の
『
周
書
秘
奥
營

造
宅
経
』（
北
京
圖
書
館
書
籍
出
版
社
編
輯
組
『
北
京
圖
書
館
古
籍
珍
本
叢
刊
』
六

十
一 

子
部
・
雑
家
類 

書
目
文
献
出
版
社 

一
九
八
八 

影
印
本
）
を
用
い
、

原
文
に
は
便
宜
上
段
落
を
も
う
け
て
番
号
を
ふ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
（
原
文
）
、（
訓
読
）
、

（
通
釈
）
、
（
補
註
）
を
施
し
、
理
解
を
助
け
る
た
め
に
必
要
に
応
じ
て
（
補
注
）

『
周
書
秘
奥
營
造
宅
経
』
訳
注
Ⅱ 

水 

野 

杏 

紀 

平 

木 

康 

平 



16 

を
付
載
し
た
。 

ま
た
、
和
刻
本
で
あ
る
京
都 

松
栢
堂
、
寛
文
十
三
年
（
一
六
七
三
）
刊
本
『
居

家
必
用
事
類
全
集
』
十
集
二
十
巻
、
丁
集
所
収
の
『
周
書
秘
奥
營
造
宅
經
』（
２
）（
『
居

家
必
用
事
類
』 
中
文
出
版
社 

一
九
七
九 

影
印
本
）
と
朝
鮮
刻
本
『
居
家
必

用
事
類
全
集
』
丁
集
の
『
周
書
秘
奥
營
造
宅
経
』（
『
居
家
必
用
事
類
全
集
』 

書

目
文
献
出
版
社 

出
版
年
不
明 

影
印
本
）
と
を
校
勘
し
、
前
者
を
「
本
朝
本
」
、

後
者
を
「
朝
鮮
本
」
と
し
て
異
同
を
注
記
し
た
。 

訳
注
Ⅰ
の
冒
頭
に
は
、『
居
家
必
用
事
類
』
の
概
要
を
示
す
た
め
、『
周
書
秘
奥

營
造
宅
経
』
叙
の
訳
注
を
載
せ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
底
本
の
「
明
刻
本
」
に
は

そ
の
叙
を
欠
く
た
め
、「
本
朝
本
」
を
用
い
て
附
載
し
て
お
り
、
併
せ
て
参
考
に
さ

れ
た
い
。 

西
岡
玉
全
が
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
に
上
梓
し
た
『
三
才
精
義
』（
天
地
人

三
巻
、
三
冊
）
の
地
部
に
は
、『
周
書
秘
奥
營
造
宅
経
』
の
訓
読
と
解
説
が
一
部
施

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
解
説
部
分
を
い
く
つ
か
と
り
あ
げ
、（
玉
全
解
説
）
と
し
て

附
載
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
読
み
や
す
さ
を
考
え
て
句
読
点
や
ル
ビ
を
ほ
ど
こ

し
、
原
文
の
カ
タ
カ
ナ
は
ひ
ら
が
な
に
変
え
、
必
要
に
応
じ
て
ひ
ら
が
な
を
括
弧

書
き
で
漢
字
を
記
し
た
。
た
だ
し
、
西
岡
玉
全
が
ひ
く
『
周
書
秘
奥
營
造
宅
経
』

の
テ
キ
ス
ト
は
こ
こ
で
底
本
と
し
た
テ
キ
ス
ト
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
従
っ

て
解
説
も
異
な
る
点
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
ま
ま
記
載
し
た
。 

 

一
．
『
周
書
秘
奥
營
造
宅
経
』
宅
舎
Ⅰ 

後
半
部 

一
．
樓 

（
原
文
）
居
宅
造
樓
、
莫
近
街
頭
。
低
吉
、
髙
凶
。
能
招
五
通
。
門
樓
重
髙
、
須

榮
貴
。 

（
訓
読
）
居
宅
に
樓
を
造
る
に
は
、
街
頭
に
近
づ
く
る
こ
と
な
か
れ
。
低
き
は
吉
、

髙
き
は
凶
。
能
く
五
通
を
招
く
。
門
樓
重
髙
な
ら
ば
、
須
ら
く
榮
貴
な
る
べ
し
。 

（
通
釈
）
居
宅
内
に
楼
（
二
階
屋
）
を
造
る
と
き
は
、
大
通
り
沿
い
に
建
て
て
は

な
ら
な
い
。（
楼
が
）
低
け
れ
ば
吉
、
高
け
れ
ば
凶
で
あ
る
。
高
く
す
る
と
、
淫
ら

な
五
通
神
を
ま
ね
き
い
れ
る
こ
と
に
な
る
。
門
楼
が
幾
重
に
も
重
な
り
高
い
と
、

必
ず
繁
栄
し
て
富
貴
と
な
る
。 

（
補
注
）
五
通
神
…
…
宋
、
洪
邁
撰
『
夷
堅
志
』
丁
志
、
巻
第
十
九
「
江
南
木
客
」

に
は
、「
大
江
之
南
地
多
山
、
而
俗
禨
鬼
、
其
神
怪
甚
佹
異
、
多
依
巌
石
樹
木
為
叢

祠
、
村
村
有
之
。
二
浙
江
東
曰
「
五
通
」
、
江
西
閩
中
曰
「
木
下
三
郎
」
、
又
曰
「
木

客
」
、
一
足
者
曰
「
独
脚
五
通
」
。
名
雖
不
同
、
其
實
則
一
。」
と
あ
る
。（
３
）

主
に

中
国
の
南
方
の
俗
神
で
、
岩
石
や
樹
木
の
と
こ
ろ
に
祠
が
あ
る
。「
五
通
」
、「
木
下

三
郎
」
と
も
い
い
、
一
本
足
の
も
の
は
「
独
足
五
通
」
と
呼
ば
れ
る
な
ど
、
奇
異

な
姿
を
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。 

（
玉
全
解
釈
）
か
い
ど
う
近
き
所
に
、
に
か
い
（
二
階
）
作
り
は
、
家
ざ
し
き
建

る
は
凶
な
り
。
低
き
は
吉
。
高
き
造
作
を
な
す
時
は
邪
気
を
招
き
、
災
禍
多
、
病
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難
有
。
邪
魔
の
こ
と
を
唐
に
て
は
五
通
と
云
。
日
本
に
て
は
邪
魔
気
事
を
云
。
可

恐
事
な
り
。
門
戸
の
に
か
い
（
二
階
）
作
り
は
さ
か
へ
、
貴
き
人
出
る
事
有
。
唐

土
の
丁
公
と
云
人
、
此
門
の
形
有
。
子
孫
出
世
を
す
る
事
有
。
是
は
見
合
せ
判
断

可
有
事
也
。 

 

二
．
廳 

堂 

 

廳
堂
① 

（
原
文
）
居
宅
廳
後
、
不
宜
作
龜
頭
。
畫
堂
應
干
、
須
用
偶
數
、
則
主
家
和
睦
。

私
居
廳
不
必
廣
大
。
亦
要
數
隻
。
廰
上
単
棟
、
恐
招
内
政
預
事
。
私
居
堂
要
十
分

華
飾
、
則
夫
婦
偕
老
、
子
孫
昌
盛
。 

（
訓
読
）
居
宅
の
廳
後
に
は
、
宜
し
く
龜
頭
を
作
る
べ
か
ら
ず
。
畫
堂
の
應
干
は
、

須
か
な
ら

ず
偶
數
を
用
う
れ
ば
、
則
ち
家
の
和
睦
を
主
ど
る
。
私
居
の
廳
は
廣
大
な
る
を

必
と
せ
ず
。
亦
た
數
隻
を
要
す
。
廳
上
単
棟
な
ら
ば
、
恐
ら
く
内
政
の
事
に
預
る

を
招
く
。
私
居
の
堂
は
十
分
な
る
華
飾
を
要
す
れ
ば
、
則
ち
夫
婦
偕と

も

に
老
い
、
子

孫
昌
盛
す
。 

（
通
釈
）
居
宅
の
廰
堂
（
居
間
）
の
背
後
に
は
、
亀
頭
を
つ
く
っ
て
は
い
け
な
い
。

庁
堂
の
正
面
の
欄
干
（
を
つ
く
る
と
き
）
は
、
必
ず
偶
数
を
用
い
る
と
、
家
は
和

睦
す
る
よ
う
に
な
る
。
私
的
な
住
居
の
廰
堂
は
広
大
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
ま
た

数
室
が
必
要
で
あ
る
。
廰
堂
の
上
の
棟
が
片
流
れ
な
ら
ば
、
恐
ら
く
は
妻
が
家
の

事
に
口
出
し
し
、
災
い
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
私
的
な
居
宅
の
堂
は
適
度
な
装
飾

が
必
要
で
あ
り
、（
そ
う
す
る
と
）
夫
婦
は
年
老
い
る
ま
で
長
生
き
し
、
子
孫
は
盛

ん
と
な
る
。 

（
補
注
）
廰
（
庁
）
堂
…
…
「
庁
」
は
中
国
民
居
を
構
成
す
る
建
屋
の

小
単
位
。

「
堂
」
は
一
族
・一
族
が
集
う
場
所
。
ま
た
一
家
の
交
流
場
所
。
南
方
で
は
庭
院
（
天

井
）
に
面
し
て
い
る
配
置
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。（
４
） 

（
玉
全
解
釈
）
座
し
き
は
家
柄
よ
り
大
な
る
は
も
の
入
多
く
し
て
凶
な
り
。
せ
ま

き
方
宜
し
。
又
、
家
の
む
ね
単
と
は
、
大
に
む
ね
高
下
有
を
云
。
是
婦
人
さ
し
出

て
家
事
取
さ
ば
く
、
見
に
く
き
も
の
な
り
。
片
屋
根
の
家
な
ら
ぶ
を
云
。 

  

廳
堂
② 

（
原
文
）
有
廳
無
堂
、
孤
寡
難
當
。
堂
前
有
榴
樹
吉
。
南
聽
連
於
西
屋
、
令
歳
月

之
憂
煎
。
拆
裏
為
廳
、
終
不
利
。
拆
廳
為
裏
、
則
無
妨
。 

（
訓
読
）
廳
有
り
て
堂
無
け
れ
ば
、
孤
寡
あ
り
て
當
り
難
し
。
堂
前
に
榴
樹
有
る

は
吉
。
南
聽
西
屋
に
連
な
れ
ば
、
歳
月
を
し
て
之
れ
憂
煎
せ
し
む
。
裏
を
拆ひ

ら

き
て

廳
を
為つ

く

ら
ば
、
終
に
利
あ
ら
ず
。
廳
を
拆
き
て
裏
と
為
さ
ば
、
則
ち
妨
げ
な
し
。 

（
通
釈
）
廰
が
あ
る
の
に
堂
が
な
い
と
、（
家
人
に
）
孤
児
寡
婦
が
で
る
。
堂
前
に

ザ
ク
ロ
の
樹
が
有
れ
ば
吉
で
あ
る
。
南
の
廰
堂
が
西
の
建
屋
に
連
が
る
と
、
長
い

歳
月
憂
い
で
心
を
痛
め
る
よ
う
に
な
る
。
奥
の
部
屋
を
割
い
て
廰
堂
と
す
る
と
、

ず
っ
と
よ
ろ
し
く
な
い
。
廰
堂
を
割
い
て
奥
ま
っ
た
部
屋
に
す
る
の
は
妨
げ
は
な

い
。 
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（
玉
全
解
釈
）
廰
は
へ
や
の
よ
う
（
陽
）
な
る
も
の
也
。
堂
は
お
も
ざ
し
き
な
り
。

へ
や

斗
ば
か
り

に
て
座
し
き
な
き
は
、
や
も
め
・
ご
け
と
な
る
家
也
。
又
、
お
も
ざ
し
き

の
前
に
ザ
ク
ロ
の
木
有
時
は
、
家
繁
盛
し
て
吉
。
俗
に
ザ
ク
ロ
の
木
あ
る
時
は
、

乳
よ
く
出
て
、
子
を
や
し
な
ふ
に
世
話
な
し
と
云
。
是
養
ひ
沢
山
に
あ
れ
ば
な
り
。

此
故
に
幸
を
得
る
と
云
。
南
の
座
し
き
西
へ
屋
根
を
つ
づ
く
事
あ
れ
ば
、
是
坤
に

張
の
兆
故
、
病
難
。
家
は
次
第
に
を
と
ろ
う
象
也
。
養
子
と
な
る
。
小
や
を
造
作

し
て
座
し
き
と
す
れ
ば
凶
な
り
。
座
し
き
を
小
や
と
す
る
。
苦
し
か
ら
ず
。 

 

三
．
庭 

軒 

（
原
文
）
大
樹
近
軒
、
疾
病
連
綿
。
人
家
種
植
中
庭
、
一
月
散
財
千
萬
。
中
庭
種

樹
、
主
分
張
。
門
庭
雙
棗
、
喜
嘉
祥
。
庭
心
樹
木
名
閑
困
。
長
植
庭
心
、
主
禍
殃
。 

（
訓
読
）
大
樹 

軒
に
近
け
れ
ば
、
疾
病
連
綿
た
り
。
人
家 

中
庭
に
種
植
す
れ

ば
、
一い

ち

月げ
つ

に
し
て
財
を
散
ず
る
こ
と
千
萬
。
中
庭
に
樹
を
植
う
れ
ば
、
分
張
を
主

ど
る
。
門
庭
に
雙そ

う

棗そ
う

あ
ら
ば
、
喜
嘉
の
祥
あ
り
。
庭
心
の
樹
木
は
閑
困
と
名
づ
く
。

長
く
庭
心
に
植
う
れ
ば
、
禍
殃
を
主
ど
る
。 

（
通
釈
）
大
き
な
樹
木
が
軒
先
に
近
い
と
、（
そ
の
家
人
は
）
つ
ぎ
つ
ぎ
と
病
気
に

か
か
る
。
人
家
の
中
庭
に
植
え
る
と
、
ひ
と
月
で
巨
万
の
富
を
失
う
。
中
庭
に
樹

木
を
植
え
る
と
、
家
族
が
分
裂
す
る
原
因
と
な
る
。
門
庭
に
ふ
た
つ
の
ナ
ツ
メ
の

樹
木
が
あ
る
と
、
め
で
た
い
事
が
あ
る
。
庭
の
中
心
の
樹
木
は
閑
困
と
名
づ
け
る
。

（
そ
の
木
が
）
長
く
庭
の
中
心
に
植
え
ら
れ
て
い
る
と
、
そ
の
（
家
人
に
）
災
禍

が
ふ
り
か
か
る
原
因
と
な
る
。 

（
玉
全
解
釈
）
中
庭
に
大
木
、
花
の
咲
木
を
植
れ
ば
、
散
財
を
す
る
事
日
々
に
あ

り
。
凶
也
。
門
内
庭
に
橘
を
う
え
て
吉
祥
。
是
橘
は
実
を
重
て
生
じ
、
秋
冬
も
い

と
ひ
な
く
葉
を
落
さ
ぬ
故
也
。
又
棗
を
う
え
て
も
吉
。
棗
は
身
の
ふ
そ
く
を
ま
し
、

長
寿
を
な
さ
し
む
故
に
喜
也
。
庭
の
正
中
に
樹
木
は
腹
中
植
が
如
く
、
故
に
脾
を

そ
ん
ず
る
象
な
り
。
脾
を
そ
ん
す
る
故
に
、
禍
殃
を
を
き
こ
と
あ
り
。
閑
く
る
し

む
こ
と
な
り
。 

 

四
．
房 

室 

 

房
室
① 

（
原
文
）
人
臥
室
宇
、
當
令
潔
盛
。
盛
則
受
靈
氣
。
不
盛
則
受
故
氣
。
故
氣
之
亂

人
室
宇
者
、
所
為
不
成
、
所
作
不
立
。
一
身
亦
爾
。
當
數
洗
沐
澡
潔
。
不
爾
無
異
。 

（
訓
読
）
人 

室
宇
に
臥
す
る
に
、
當
に
潔
盛
な
ら
し
む
べ
し
。
盛
な
れ
ば
則
ち

靈
氣
を
受
く
。
盛
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
故
氣
を
受
く
。
故
氣
の
人
の
室
宇
を
亂
る
者

は
、
為
す
所
成
ら
ず
、
作お

こ

す
所
立
た
ず
。
一
身
も
亦
爾
り
。
當
に

數
し
ば
し
ば

洗
沐
し
て

澡
潔
な
る
べ
し
。
爾し

か

ら
ず
ん
ば
異
な
る
無
し
。 

（
通
釈
）
人
が
室
内
で
寝
る
時
は
、
清
潔
に
整
頓
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
整
頓

し
て
い
れ
ば
、
活
力
の
あ
る
霊
気
を
受
け
る
。
整
頓
し
な
け
れ
ば
、
古
く
て
活
力

の
な
い
気
を
受
け
る
。
古
く
て
活
力
の
な
い
気
は
、
家
の
室
内
を
乱
す
も
の
で
あ

り
、
な
に
か
を
成
そ
う
と
し
て
も
完
成
し
な
い
し
、
な
に
か
を
作
ろ
う
と
し
て
も
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成
立
し
な
い
。
自
分
の
身
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
た
び
た
び
体
や
頭
を
洗

い
、
清
潔
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
に
ご
と
も
成
就
し
な
い
。 

（
玉
全
解
釈
）
人
家
、
居
間
・
座
し
き
と
も
に
い
さ
ぎ
よ
く
、
人
気
の
み
ち
た
る

を
吉
と
す
。
萬
事
心
に
か
な
ふ
。
人
気
み
ち
ず
し
て
、
い
さ
ぎ
よ
か
ら
ざ
る
時
は
、

頼
こ
と
不
叶
、
な
す
所
た
た
ず
。
万
事
間
ち
が
い
を
を
く
内
不
和
合
也
。 

  

房
室
② 

（
原
文
）
人
臥
床
、
當
令
髙
。
髙
、
則
地
氣
不
及
。
鬼
吹
不
干
。
鬼
氣
不
侵
。
人

常
依
地
而
逆
上
耳
。
髙
謂
三
尺
以
上
也
。
昔
有
人
、
病
在
地
臥
。
於
病
中
、
乃
見

鬼
於
壁
穿
下
。
以
手
為
管
、
吹
之
。
此
即
是
鬼
吹
之
事
也
。 

（
訓
読
）
人 

床
に
臥
す
る
は
、
當
に
髙
か
ら
し
む
べ
し
。
髙
け
れ
ば
、
則
ち
地

氣
及
ば
ず
。
鬼
吹
干か

ん

せ
ず
。
鬼
氣
侵
さ
ず
。
人 

常
に
地
に
依
れ
ば
逆
上
す
る
の

み
。
髙こ

う

と
は
三
尺
以
上
を
謂
う
な
り
。
昔 

人
有
り
、
病
み
て
地
に
在
り
て
臥
す
。

病
中
に
於
い
て
、
乃
ち
鬼
を
壁
穿
の
下
に
見
る
。
手
を
以
て
管
に
為つ

く

り
、
之
れ
を

吹
く
。
此
れ
即
ち
是
れ
鬼
吹
の
事
な
り
。 

（
通
釈
）
人
が
床
台
に
臥
す
と
き
は
、
高
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
け
れ
ば
、

地
気
が
（
人
の
身
に
）
及
ば
な
い
。
鬼
吹
も
（
人
の
身
に
）
干
渉
し
な
い
。
鬼
気

も
（
人
の
身
に
）
侵
入
し
な
い
。
人
は
い
つ
も
地
面
に
あ
る
と
逆
上
す
る
だ
け
で

あ
る
。
高
さ
と
は
地
上
か
ら
三
尺
を
い
う
。
昔
あ
る
人
が
病
気
に
な
り
、
地
面
に

臥
せ
っ
て
い
た
。
病
気
の
さ
な
か
に
、
壁
の
穴
の
も
と
に
鬼
を
見
た
。
鬼
は
手
で

管
を
つ
く
っ
て
、
こ
れ
を
吹
き
か
け
た
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
鬼
吹
の
こ
と
で
あ
る
。 

（
玉
全
解
釈
）
人
居
宅
、
ゆ
か
は
高
き
を
吉
と
す
。
高
け
れ
ば
地
気
を
受
す
（
マ

マ
）。
病
難
災
禍
な
ど
を
受
る
事
、
み
な
地
気
よ
り
受
。
故
に
ひ
く
き
時
は
地
気
う

け
る
こ
と
多
き
故
に
、
病
難
口
舌
こ
と
を
発
す
。
ゆ
か
の
高
き
こ
と
二
尺
以
上
と

あ
れ
ど
も
、
是
は
唐
土
・
日
本
の
ち
が
い
有
故
に
、
日
本
に
て
ゆ
か
の
高
さ
一
尺

四
、
五
、
六
寸
く
ら
い
を
吉
と
す
る
な
り
。
あ
ま
り
高
き
は
主
人
気
性
高
ぶ
る
故

に
き
ら
ふ
な
り
。
只
床
の
下
、
能
く
清
浄
に
し
て
生
気
の
土
を
ひ
き
な
ら
し
置
時

は
、
家
内
無
難
し
て
災
な
し
。
壁
ゆ
か
な
ど
損
じ
有
時
は
、
其
す
き
ま
よ
り
邪
気
、

災
を
な
し
、
病
難
発
る
事
、
可
恐
也
。 

  

房
室
③ 

（
原
文
）
房
屋
當
頭
莫
安
櫃
。
房
屋
兩
壁
莫
開
窻
。
房
門
不
得
正
對
天
井
。
主
此

房
人
口
頻
災
。
竈
房
門
亦
不
可
對
其
屋
門
。
主
口
舌
病
患
。
掛
帳
不
用
閉
日
。
犯

者
蚊
蝿
扇
不
可
盡
。
須
用
水
閉
日
為
佳
。
若
用
土
閉
日
泥
飾
屋
宇
、
蚊
不
入
累
効
。 

（
校
勘
）「
主
此
房
人
口
頻
災
。
」
、
本
朝
本
は
「
主
此
房
人
口
頻
莫
。」
に
作
る
。 

（
訓
読
）
房
屋
は
頭
に
當
り
て
櫃き

を
安
ず
る
な
か
れ
。
房
屋
の
兩
壁
に
は
窻
を
開

く
こ
と
な
か
れ
。
房
門
は
天
井
に
正
對
す
る
を
得
ず
。
此
の
房
の
人
口 

頻
り
に

災
あ
る
を
主
ど
る
。
竈
房
の
門
は
亦
た
其
れ
屋
門
に
對
す
べ
か
ら
ず
。
口
舌
病
患

を
主
ど
る
。
帳
を
掛
く
る
に
閉
日
を
用
い
ず
。
犯
す
者
は
蚊
蝿
扇
ぐ
も
盡
す
べ
か

ら
ず
。
須
く
水
を
用
う
る
に
閉
日
を
佳
と
為
す
べ
し
。
若
し
土
の
閉
日
を
用
い
て
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屋
宇
を
泥
飾
す
れ
ば
、
蚊
入
ら
ず
し
て
効
を
累
ぬ
。 

（
通
釈
）
寝
室
の
頭
に
当
た
る
と
こ
ろ
に
は
、
櫃
を
安
置
し
て
は
な
ら
な
い
。
寝

室
の
両
側
の
壁
に
窓
を
開
け
て
は
な
ら
な
い
。
寝
室
の
入
口
は
天
井
（
中
庭
）
に

真
正
面
に
向
か
い
合
っ
て
は
な
ら
な
い
。（
そ
う
す
る
と
、）
そ
の
部
屋
の
家
人
に

頻
り
に
災
い
を
ひ
き
お
こ
す
原
因
と
な
る
。
竈
部
屋
の
入
り
口
は
家
屋
の
入
り
口

と
向
か
い
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。（
そ
う
す
る
と
、
家
人
は
）
口
げ
ん
か
や
病
気
を

ひ
き
お
こ
す
原
因
と
な
る
。
帳
（
か
や
）
を
か
け
る
の
は
（
十
二
直
の
）
閉
日
を

用
い
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
犯
せ
ば
、
し
き
り
と
蚊
や
蠅
が
あ
お
い
で
も
あ
お

い
で
も
や
っ
て
き
て
、
は
ら
い
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
水
を
用
い
る
の
は
閉

日
を
よ
し
と
す
る
。
も
し
土
の
閉
日
を
用
い
て
、
家
屋
の
屋
根
の
左
官
工
事
を
す

れ
ば
、
蚊
が
入
っ
て
こ
な
い
で
、
効
果
が
倍
増
す
る
。 

（
補
注
）
閉
…
…
暦
日
に
配
さ
れ
た
暦
注
、
「
建
、
除
、
満
、
平
、
定
、
執
、
破
、

危
、
成
、
収
、
開
、
閉
」
（
俗
に
十
二
直
と
称
す
る
）
の
ひ
と
つ
。
こ
れ
は
建
築
、

結
婚
、
祭
祀
、
沐
浴
、
伐
木
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
に
つ
い
て
の
宜
忌
を
つ
か

さ
ど
る
も
の
と
さ
れ
、
人
々
に
と
っ
て
は
自
分
の
行
お
う
と
す
る
事
柄
に
合
っ
た

吉
日
を
選
択
し
、
凶
日
を
忌
避
す
る
指
針
の
ひ
と
つ
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
。

清
の
術
数
書
、
『
協
紀
辨
方
書
』（
巻
十
、
宜
忌
）
、
閉
日
の
項
に
は
、「
隄
防
を
築

き
、
垣
を
補
い
、
穴
を
塞
ぐ
に
宜
し
。
義
は
諸こ

れ

を
閉
ざ
す
に
取
る
。」
と
あ
る
。 

（
玉
全
解
釈
）
玄
関
座
し
き
な
ど
の
行
あ
た
り
に
ひ
つ
（
櫃
）
箱
の
る
い
、
入
物

を
置
く
こ
と
あ
し
。
又
門
の
両
壁
口
を
ひ
ら
く
事
な
か
れ
。
災
事
を
ま
ね
く
。
中

庭
の
真
中
に
門
口
あ
つ
る
こ
と
な
か
れ
。
人
の
口
に
か
か
り
、
わ
ざ
わ
い
ご
と
出

来
る
な
り
。
蚊
帳
を
下
る
に
閉
日
を
用
い
る
時
は
蚊
多
く
出
る
な
り
。
水
の
閉
日

用
れ
ば
蚊
少
な
し
。
土
閉
日
は
蚊
、
害
せ
ず
。 

 

五
．
門 

戸 

 

門
戸
① 

（
原
文
）
凡
門
以
栗
木
為
關
者
、
夜
可
以
遠
盗
。
凡
門
面
兩
畔
壁
、
須
大
小
一
般
。

左
大
換
妻
、
右
大
孤
寡
。
門
面
上
枋
空
蛀
窟
痕
、
主
動
瘟
瘡
痍
之
疾
。
門
棟
柱
不

着
地
、
無
家
長
。
棟
柱
空
蛀
、
家
長
聾
盲
。
門
塞
棟
柱
、
家
憂
懼
、
退
財
、
破
田
、

血
蓄
耗
。 

（
訓
読
）
凡
そ
門
は
栗
木
を
以
て
關
を
為つ

く

ら
ば
、
夜
以
て
盗
を
遠
ざ
く
べ
し
。
凡

そ
門
面
の
兩
畔
の
壁
は
、
須
く
大
小
一
般
な
る
べ
し
。
左
大
な
れ
ば
妻
を
換
え
、

右
大
な
れ
ば
孤
寡
た
り
。
門
面
の
上
枋ぼ

う

に
空く

う

蛀し
ゅ

窟く
っ

痕こ
ん

あ
ら
ば
、
動
瘟
、
瘡
痍
の
疾

を
主
ど
る
。
門
の
棟
柱 

地
に
着
か
ざ
れ
ば
、
家
長
無
し
。
棟
柱
に
空
蛀
あ
ら
ば
、

家
長
聾
盲
た
り
。
門 

棟
柱
を
塞
が
ば
、
家
は
憂
懼
し
、
財
を
退
け
、
田
を
破
り
、

血
蓄
耗
す
。 

（
通
釈
）
お
よ
そ
門
は
栗
の
木
で
か
ん
ぬ
き
を
つ
く
る
と
、
夜
中
盗
賊
を
遠
ざ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
お
よ
そ
門
の
両
脇
の
壁
は
、
大
き
さ
は
同
一
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
左
壁
が
大
き
い
と
（
そ
の
家
の
主
人
は
）
妻
を
換
え
る
。
右
壁
が
大

き
け
れ
ば
、（
そ
の
家
で
は
）
幼
く
し
て
親
を
な
く
し
、
寡
婦
と
な
る
。
門
の
正
面
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の
上
部
の
横
木
（
桁
＝
枋
）
に
虫
く
い
穴
や
ふ
し
穴
が
あ
る
と
は
や
り
病
に
か
か

り
、
で
き
も
の
や
傷
の
病
を
ひ
き
お
こ
す
原
因
と
な
る
。
門
の
棟
を
支
え
る
柱
が

地
面
に
着
い
て
い
な
い
と
、
家
の
主
人
は
い
な
く
な
る
。
棟
を
支
え
る
柱
が
虫
食

い
で
中
が
空
洞
で
あ
る
と
、
家
の
主
人
が
聾
盲
と
な
る
。
門
が
棟
を
支
え
る
柱
を

覆
う
よ
う
に
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
家
で
は
心
配
事
が
お
こ
り
、

財
産
を
す
り
減
ら
し
、
田
畑
を
荒
れ
果
て
さ
せ
、
家
畜
を
失
う
。 

（
玉
全
解
釈
）
栗
と
柏
は
同
類
な
り
。
表
口
の
貫
に
て
は
栗
の
木
に
作
り
て
吉
。

栗
は
外
い
が
有
。
又
内
に
金
気
の
か
た
き
皮
を
作
り
、
又
内
に
し
ぶ
か
わ
あ
り
。

甚
用
心
き
び
し
き
も
の
な
り
。
故
に
、
貫
ぬ
き
は
門
を
守
る
の
第
一
の
も
の
故
な

り
。
又
柏
は
邪
気
を
拂
ふ
者
な
り
。
故
に
鬼
を
除
く
事
を
形
ど
り
て
作
る
也
。
門

の
正
面
の
上
の
は
し
ら
、
虫
く
い
う
と
ろ
に
し
て
き
づ
あ
れ
ば
、
じ
え
き
（
時
疫
）
、

又
は
か
ほ
（
顔
）
に
き
づ
つ
く
病
を
主
ど
る
。
む
な
木
の
柱
地
に
つ
か
ざ
れ
ば
、

主
人
な
し
。
む
し
（
虫
）
く
ひ
、
う
ー
ろ
（
空
ろ
）
に
す
る
時
は
病
難
。 

 

 

門
戸
② 

（
原
文
）
如
大
門
十
柱
、
小
門
六
柱
、
皆
着
地
吉
。
門
髙
於
壁
、
法
多
哭
泣
。
門

装
虚
坐
、
頻
招
瘟
火
。
糞
屋
對
門
、
癰
癤
常
存
。
倉
口
向
門
、
家
退
動
瘟
。
搗
石

門
居
、
屋
出
離
書
。
門
前
直
屋
、
家
無
餘
穀
。 

（
訓
読
）
如
し
大
門
十
柱
、
小
門
六
柱
あ
り
、
皆
地
に
着つ

か
ば
吉
。
門 

壁
よ
り

髙
け
れ
ば
、
法さ

だ

め
て
哭
泣
多
し
。
門
装
虚
坐
す
れ
ば
、
頻
り
に
瘟
火
を
招
く
。
糞

屋 

門
に
對
す
れ
ば
、
癰よ

う

癤せ
つ

常
に
存
す
。
倉
口 

門
に
向
わ
ば
、
家
退
き
て
動
瘟

あ
り
。
搗
石
門
の
居
は
、
屋 

離
書
を
出
だ
す
。
門
前 

屋
に
直あ

た

ら
ば
、
家
に
餘

穀
無
し
。 

（
通
釈
）
も
し
大
門
に
十
本
の
柱
、
小
門
に
六
本
の
柱
が
あ
り
、
皆
地
面
に
つ
い

て
い
る
と
吉
で
あ
る
。
門
扉
が
壁
よ
り
高
い
と
、
き
ま
っ
て
哭
泣
す
る
こ
と
が
多

く
お
こ
る
。
門
の
装
飾
が
な
に
も
な
く
し
つ
え
て
い
る
と
、（
そ
の
家
で
は
）
し
き

り
に
は
や
り
や
ま
い
や
火
災
を
招
く
。
便
所
が
門
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
と
、（
そ

の
家
で
は
）
い
つ
も
は
れ
も
の
や
関
節
の
病
が
お
こ
る
。
倉
の
入
り
口
が
門
に
向

か
い
合
っ
て
い
る
と
、
家
は
衰
退
し
て
（
家
人
は
）
は
や
り
や
ま
い
に
か
か
る
。

搗
石
門
（
石
臼
を
礎
石
と
し
た
門
）
が
あ
れ
ば
、
そ
の
家
は
離
縁
状
を
だ
す
こ
と

に
な
る
（
離
婚
す
る
）。
門
の
前
に
す
ぐ
家
が
あ
る
と
、
そ
の
家
に
余
分
な
穀
物
は

な
い
。 

（
玉
全
解
釈
）
門
の
両
は
た
の
か
べ
、
左
右
と
も
に
同
じ
や
う
に
し
て
吉
。
左
に

大
な
れ
ば
妻
え
ん
替
り
、
右
大
な
れ
ば
後
家
に
成
な
り
。
寺
院
な
ど
は
弟
子
育
（
そ

だ
）
ち
が
た
し
。
せ
つ
い
ん
（
雪
隠
）
門
口
に
向
へ
ば
、
つ
ね
に
こ
ぶ
（
瘤
）
な

ど
の
類
を
煩
ふ
。
蔵
口
、
門
に
向
へ
ば
、
家
だ
ん
だ
ん
を
と
ろ
う
べ
し
。
又
え
き

（
疫
）
を
わ
づ
ろ
ふ
。
本
宅
の
正
中
に
門
口
の
あ
た
る
時
は
、
凶
に
し
て
不
宜
。 

  

門
戸
③ 

（
原
文
）
門
口
水
坑
、
家
破
伶
仃
。
大
樹
當
門
、
羅
鼓
天
瘟
。
墻
頭
衝
門
、
常
被
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人
論
。
交
路
夾
門
、
人
口
不
存
。
衆
路
直
衝
、
家
無
老
翁
。
門
被
水
射
、
家
散
人

啞
。
神
社
對
門
、
常
病
時
瘟
。
門
中
水
出
、
財
散
寃
屈
。
門
著
井
水
、
家
招
神
鬼
。 

（
訓
読
）
門
口
に
水
坑
あ
ら
ば
、
家
破
れ
て
伶
仃
た
り
。
大
樹 

門
に
當
ら
ば
、

天
瘟
を
羅
鼓
す
。
墻
頭 

門
に
衝あ

た

ら
ば
、
常
に
人
論
を
被
る
。
交
路 

門
を
夾
ま

ば
、
人
口
存
せ
ず
。
衆
路 

直
衝
す
れ
ば
、
家
に
老
翁
無
し
。
門 

水
射
を
被
む

ら
ば
、
家
散
じ
人
啞
た
り
。
神
社 

門
に
對
す
れ
ば
、
常
に
時
瘟
を
病
む
。
門
中

に
水
出
づ
れ
ば
、
財
散
じ
寃
屈
す
。
門 

井
水
に
著
か
ば
、
家
は
神
鬼
を
招
く
。 

（
校
勘
）「
門
被
水
射
」
、
本
朝
本
は
「
門
破
水
射
」
に
作
る
。 

（
通
釈
）
門
口
に
水
穴
が
あ
る
と
、
そ
の
家
は
破
産
し
て
お
ち
ぶ
れ
る
。
大
樹
が

門
に
あ
た
る
と
、（
そ
の
家
は
）
は
や
り
や
ま
い
を
ま
き
散
ら
す
。
垣
根
の
先
が
門

に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
と
、
常
に
他
人
の
批
判
を
こ
う
む
る
。
交
差
し
た
道
路
が
門

を
は
さ
む
よ
う
に
交
わ
っ
て
い
る
と
、（
そ
の
家
に
は
）
老
人
が
い
な
い
。
門
に
水

が
射
る
よ
う
向
か
っ
て
く
る
と
、
そ
の
家
は
散
財
し
、（
家
人
は
）
啞
と
な
る
。
神

社
が
門
に
向
か
い
合
っ
て
い
る
と
、（
家
人
は
）
常
に
は
や
り
や
ま
い
を
病
む
。
門

の
内
側
に
水
が
出
て
い
る
と
、（
そ
の
家
は
）
散
財
し
、
冤
罪
を
こ
う
む
る
。
門
が

井
戸
の
水
に
つ
か
っ
て
い
る
と
、
（
そ
の
家
は
）
よ
か
ら
ぬ
神
鬼
を
招
く
。 

（
玉
全
解
釈
）
し
き
（
敷
）
居
下
に
水
流
れ
出
る
は
、
家
次
第
に
困
窮
す
る
な
り
。

又
か
き
（
墻
）
の
か
し
ら
、
門
に
あ
た
る
と
き
は
、
外
よ
り
あ
ら
そ
い
事
云
来
る

な
り
。
道
多
く
、
家
の
正
中
に
あ
た
れ
ば
、
老
翁
な
し
。
門
や
ぶ
れ
て
水
出
れ
ば
、

家
次
第
に
を
と
ろ
ふ
。
又
は
ら
ん
に
成
事
あ
り
。
神
社
門
前
に
あ
た
り
向
へ
ば
、

常
に
じ
え
き
（
時
疫
）
を
や
む
。
門
の
な
か
を
水
出
れ
ば
、
そ
ん
（
損
）
多
く
困

窮
す
る
。 

  

門
戸
④ 

（
原
文
）
正
門
前
不
宜
種
柳
。
所
居
向
巽
方
開
門
、
及
隙
穴
開
窻
之
類
、
立
有
災

害
無
免
者
。
又
日
夜
、
忽
於
官
舎
正
聴
、
私
家
正
堂
南
向
坐
、
多
招
恠
異
事
。
當

門
勿
安
臥
榻
。
不
利
。
庚
寅
日
不
可
作
門
。
門
大
夫
死
日
。
人
家
門
左
右
不
可
安

神
堂
。
主
三
年
一
次
哭
。 

（
校
勘
）「
當
門
勿
安
臥
榻
。」
、
本
朝
本
は
「
當
門
勿
安
掛
榻
。
」
に
作
る
。 

（
訓
読
）
正
門
の
前
に
は
宜
し
く
柳
を
種
う
べ
か
ら
ず
。
居
る
所 

巽
方
に
向
い

て
門
を
開
く
、
及
び
隙
穴
開
窻
の
類
は
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
災
害
有
り
て
免
る
る
者

無
し
。
又
日
夜
、
忽
せ
に
官
舎
の
正
聴
、
私
家
の
正
堂
に
於
い
て
南
向
し
て
坐
す

れ
ば
、
多
く
恠
異
の
事
を
招
く
。
門
に
當
た
り
て
臥
榻
に
安
ん
ず
る
こ
と
勿
れ
。

利よ
ろ

し
か
ら
ず
。
庚
寅
日
に
門
を
作
る
べ
か
ら
ず
。
門
大
夫
の
死
日
な
れ
ば
な
り
。

人
家
の
門
の
左
右
は
神
堂
を
安
ん
ず
べ
か
ら
ず
。
三
年
に
一
次た

び

哭
す
る
を
主
ど
る
。 

（
通
釈
）
正
門
の
前
に
は
柳
を
種
え
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
。
居
所
の
巽
方
（
東

南
方
）
に
向
っ
て
門
を
開
け
た
り
、
ま
た
す
き
ま
穴
が
あ
っ
た
り
、
窓
を
開
け
た

り
す
る
こ
と
が
あ
る
と
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
災
害
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
免
れ
る
者
は

い
な
い
。
ま
た
昼
で
も
夜
で
も
、
安
易
に
官
舎
の
廳
堂
や
私
家
の
正
堂
に
南
向
き

に
坐
わ
る
と
、
多
く
奇
怪
な
事
象
を
招
く
。
門
に
向
か
っ
て
臥
榻
に
や
す
ん
で
は
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な
ら
な
い
。
庚
寅
の
日
に
門
を
作
っ
て
は
な
ら
な
い
。
門
大
夫
の
死
日
だ
か
ら
で

あ
る
。
人
家
の
門
の
左
右
に
は
、
神
を
祭
る
堂
を
安
置
し
て
は
な
ら
な
い
。（
そ
ん

な
こ
と
を
す
る
と
、
そ
の
家
が
）
三
年
に
一
度
、
哭
泣
す
る
原
因
と
な
る
。 

（
補
注
）
庚
寅
日
…
…
「
丁
集
・
宅
舎
二
」
、「
作
門
忌
日
」
に
は
「
庚
寅
門
大
夫

死
」
と
あ
る
。 

（
玉
全
解
釈
）
門
前
に
ヤ
ナ
ギ
う
ゆ
る
事
を
き
ら
ふ
。
是
は
唐
土
に
て
く
わ
ん
を

け
（
棺
桶
）
に
つ
か
う
と
云
せ
つ
有
。
故
に
嫌
ふ
と
も
云
。
庚
寅
の
日
、
門
を
作

は
、
家
主
死
す
。
亦
人
家
の
左
右
に
神
堂
を
置
く
こ
と
な
か
れ
。
三
年
に
一
度
う

れ
い
を
み
る
事
あ
り
。
無
之
時
は
困
窮
す
る
。 

  

門
戸
⑤ 

（
原
文
）
掃
糞
草
置
門
下
、
令
人
患
白
虎
病
。
東
人
呼
為
歷
骨
風
。
白
虎
鬼
如
猫

在
糞
堆
中
、
亦
云
糞
神
。
療
法
以
鶏
子
揩
病
人
痛
、
呪
願
送
著
糞
堆
頭
、
勿
反
顧
。

凡
宅
門
下
水
出
、
財
物
不
聚
。
東
北
開
門
、
多
恠
異
之
重
重
。
宅
戸
三
門
莫
相
對
。

門
前
青
草
、
多
愁
怨
。
門
外
垂
楊
、
非
吉
祥
。
水
路
衝
門
、
悖
逆
子
孫
。 

（
訓
読
）
糞
草
を
掃
き
て
門
下
に
置
か
ば
、
人
を
し
て
白
虎
の
病
を
患
わ
し
む
。

東
人
呼
び
て
歷
骨
風
と
為
す
。
白
虎
鬼
は
猫 

糞
堆
中
に
在
る
が
如
し
。
亦
た
糞

神
と
云
う
。
療
法
は
鶏
子
を
以
て
病
人
の
痛
み
を
揩ぬ

ぐ

い
、
呪
し
願
い
、
糞
堆
の
頭

に
送
著
し
、
反
顧
す
る
な
か
れ
。
凡
そ
宅
の
門
下 

水
出
ず
れ
ば
、
財
物
聚
ま
ら

ず
。
東
北
に
門
を
開
か
ば
、
恠
異
の
重
重
た
る
こ
と
多
し
。
宅
戸
の
三
門
は
相
對

す
る
こ
と
な
か
れ
。
門
前
に
青
草
あ
ら
ば
、
愁
怨
多
し
。
門
外
に
垂
楊
あ
る
は
、

吉
祥
に
あ
ら
ず
。
水
路 

門
に
衝
た
ら
ば
、
子
孫
を
悖
逆
せ
し
む
。 

（
通
釈
）
糞
草
を
掃
い
て
門
の
下
に
置
く
と
、（
家
人
を
）
白
虎
病
に
か
か
ら
せ
る
。

東
人
は
こ
れ
を
歷
骨
風
と
呼
ぶ
。
白
虎
鬼
と
は
猫
が
糞
堆
中
に
い
る
場
合
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
を
糞
神
と
い
う
。
病
人
の
治
療
法
と
し
て
、
鶏
の
卵
で
病
人
の
痛
む
と

こ
ろ
を
さ
す
り
、
呪
文
を
唱
え
て
願
い
を
こ
め
て
糞
堆
の
頭
に
置
き
、（
置
い
た
後

は
）
ふ
り
か
え
っ
て
は
な
ら
な
い
。
お
よ
そ
居
宅
の
門
の
下
に
水
が
流
れ
で
て
い

る
と
、
（
そ
の
家
は
）
財
物
が
た
ま
ら
な
い
。
（
家
の
）
東
北
に
門
を
開
け
る
と
、

奇
怪
な
こ
と
が
た
び
重
な
っ
て
お
こ
る
。
居
宅
の
三
門
は
向
か
い
合
せ
て
し
つ
ら

え
て
は
な
ら
な
い
。
門
前
に
青
草
が
茂
っ
て
い
る
と
、
愁
い
や
怨
み
事
が
多
く
お

こ
る
。
門
の
外
に
し
だ
れ
や
な
ぎ
が
あ
る
の
は
、
吉
祥
で
は
な
い
。
水
路
が
門
に

ぶ
つ
か
っ
て
い
る
と
、
そ
の
家
の
子
孫
を
反
逆
さ
せ
る
。 

（
補
注
）
歷
骨
風
…
…
白
虎
歴
節
風
の
こ
と
。
元
、
朱
震
亨
撰
、
程
充
編
訂
『
丹
溪

先
生
心
法
』
巻
四
、
痛
風
に
は
「
四
肢
百
節
走
痛
是
也
。
他
方
謂
之
白
虎
歴
節
風
證
。」

と
あ
り
、
痛
風
の
こ
と
を
白
虎
歴
節
風
と
称
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。（
５
） 

（
玉
全
解
釈
）
居
宅
、
門
の
下
を
水
出
れ
ば
金
銀
あ
つ
ま
ら
ず
。
鬼
門
の
入
口
は

多
く
は
あ
や
し
き
ふ
し
ぎ
な
こ
と
度
々
あ
る
も
の
な
り
。
此
口
盗
人
来
る
口
と
云
。

凶
な
り
。
宅
戸
三
門
あ
る
は
凶
な
り
。
火
災
を
主
る
。

尤
も
つ
と
も

三
つ
向
ひ
合
て
有
を

云
。
か
ど
口
に
青
草
は
へ
た
る
は
、
う
れ
い
、
い
か
る
事
あ
り
。
門
外
の
し
だ
れ

柳
も
凶
な
り
。
流
れ
水
門
に
向
へ
ば
、
あ
し
き
子
孫
で
き
る
な
り
。 
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六
．
井 

竈 

 

井
竈
① 

（
原
文
）
勿
跂
井
。
今
古
大
忌
。
見
露
井
莫
窺
。
損
壽
。
俗
以
清
明
日
淘
井
為
新
。

以
鉛
十
餘
斤
、
寘
之
并
中
、
水
清
而
甘
。
凡
開
井
近
江
近
海
處
、
須
撰
江
風
順
日

開
、
則
吹
江
水
入
泉
、
必
脉
甘
。
若
海
風
順
日
、
則
吹
海
水
入
泉
、
脉
必
鹹
。
謂
、

如
江
在
井
之
西
南
方
、
是
日
有
西
南
風
、
則
鑿
之
。 

（
訓
読
）
井
を
跂ま

た

ぐ
こ
と
勿
れ
。
今
古
大
い
に
忌
む
。
露
井
を
見
ば
窺
う
こ
と
莫

れ
。
壽
を
損
す
。
俗
に
清
明
の
日
を
以
て
井
を
淘さ

ら

い
、
新
し
き
を
為
す
。
鉛
十
餘

斤
を
以
て
、
之
れ
を
井
中
に
寘し

ず

む
れ
ば
、
水
清
く
し
て
甘
し
。
凡
そ
井
を
開
く
に

江
に
近
く
海
に
近
き
處
は
、
須

か
な
ら

ず
江
風
の
順
日
を
撰
び
て
開
か
ば
、
則
ち
江
水
を

吹
き
て
泉
に
入
ら
し
め
、
必
ず
脉
甘
し
。
若
し
海
風
の
順
日
な
ら
ば
、
則
ち
海
水

を
吹
き
て
泉
に
入
ら
し
め
、
脉
必
ず
鹹
し
。
謂
え
ら
く
、
如
し
江 

井
の
西
南
方

に
在
り
て
、
是
の
日
西
南
風
有
ら
ば
、
則
ち
之
れ
を
鑿う

が

つ
。 

（
通
釈
）
井
戸
を
ま
た
い
で
は
な
ら
な
い
。
古
え
か
ら
今
に
い
た
る
ま
で
、
大
い

に
忌
む
こ
と
で
あ
る
。
ふ
た
の
な
い
井
戸
を
見
た
ら
、
の
ぞ
き
こ
ん
で
は
な
ら
な

い
。（
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
と
）
寿
命
を
減
ら
す
。
俗
に
清
明
の
日
に
井
戸
を
さ
ら

い
、
一
新
す
る
。
鉛
十
余
斤
を
井
戸
の
な
か
に
し
ず
め
れ
ば
、
水
は
清
ら
か
に
な

り
う
ま
く
な
る
。
お
よ
そ
井
戸
を
掘
る
の
に
、
そ
の
場
所
が
江
や
海
に
近
い
と
こ

ろ
で
あ
れ
ば
、
必
ず
江
風
の
順
日
（
吹
き
こ
む
日
）
を
選
ん
で
井
戸
を
掘
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
風
が
江
水
に
吹
い
て
泉
に
入
ら
せ
る
の
で
、
必
ず
水
脈

は
甘
く
な
る
。
も
し
海
風
の
順
日
（
吹
き
こ
む
日
）
を
選
ん
で
井
戸
を
掘
る
な
ら

ば
、
風
が
海
水
に
吹
い
て
泉
に
入
ら
せ
る
の
で
、
水
脈
は
必
ず
し
お
か
ら
く
な
る
。

も
し
河
が
井
戸
の
西
南
方
に
あ
り
、
そ
の
日
に
西
南
の
風
が
あ
る
な
ら
ば
、
井
戸

を
掘
る
と
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

（
補
注
）
清
明
…
…
二
十
四
節
気
の
ひ
と
つ
。
太
陰
太
陽
暦
で
は
三
月
初
旬
頃
（
三

月
節
）
に
あ
た
り
、
現
行
の
太
陽
暦
で
は
四
月
四
日
頃
に
あ
た
る
。
清
の
敦
崇
『
燕

京
歳
時
記
』
に
よ
れ
ば
、
古
人
は
「
清
明
」
を

も
重
ん
じ
た
と
し
、
ま
た
『
歳

時
百
問
』
を
あ
げ
、「
万
事
は
こ
の
時
に
生
長
し
、
み
な
清
浄
明
潔
で
あ
る
。
故
に

こ
れ
を
清
明
と
い
う
」
と
し
て
い
る
。 

（
玉
全
解
釈
）
井
戸
ま
た
げ
る
時
は
、
水
神
の
祟
り
有
。
婦
人
に
病
難
、
口
舌
あ

り
。
そ
と
井
戸
を
う
か
が
い
見
る
こ
と
大
凶
な
り
。
命
を
ち
ぢ
め
る
、
亦
盗
心
を

こ
る
。
古
井
を
さ
ら
へ
、
あ
る
ひ
は
水
悪
し
き
を
直
す
は
、
三
月
の
節
、
清
明
の

日
に
さ
ら
へ
て
吉
。
妙
に
水
清
く
な
る
も
の
也
。
井
戸
、
所
あ
し
き
時
は
、
な
ま

り
（
鉛
）
十
斤
を
井
の
中
へ
入
て
吉
。
井
戸
ほ
る
、
海
川
江
有
之
所
、
其
方
よ
り

風
の
ふ
き
来
る
日
を
ま
ち
て
掘
る
べ
し
。
其
水
大
に
よ
し
。
又
水
辺
を
を
き
所
共
、

地
の
水
す
じ
の
方
位
を
か
ん
が
へ
て
源
よ
り
風
吹
き
た
る
日
に
掘
て
吉
。 

  

井
竈
② 

（
原
文
）
禳
井
沸
、
取
東
向
三
百
六
十
歩
、
内
覔
一
青
石
、
以
酒
煮
、
放
井
中
、
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立
止
。
卯
不
穿
井
。
甘
泉
不
香
。
勿
塞
故
井
。
令
人
耳
聾
目
盲
。
凡
堂
前
不
可
穿

井
。
男
子
越
井
、
婦
人
上
竈
、
皆
招
口
舌
、
意
外
之
禍
。
勿
越
井
、
越
竈
。
井
於

竈
邊
、
虚
耗
年
年
。
井
竈
相
看
、
法
主
男
女
之
内
亂
。
井
竈
不
可
令
相
見
。
女
子

祭
竈
事
不
祥
。 

（
訓
読
）
井
の
沸
く
を
禳
う
に
は
、
東
に
向
い
て
三
百
六
十
歩
を
取
り
、
内
一
青

石
を
覔も

と

め
、
酒
を
以
て
煮
て
、
井
中
に
放
た
ば
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
止
む
。
卯
に
は

井
を
穿
た
ず
。
甘
泉
香
し
か
ら
ず
。
故
井
を
塞
ぐ
勿
れ
。
人
の
耳
を
し
て
聾
し
、

目
を
し
て
盲
な
ら
し
む
。
凡
そ
堂
前
に
は
井
を
穿う

が

つ
べ
か
ら
ず
。
男
子
井
を
越
え
、

婦
人
竈
に
上
ら
ば
、
皆
口
舌
、
意
外
の
禍
を
招
く
。
井
を
越
え
、
竈
を
越
ゆ
る
こ

と
な
か
れ
。
井 

竈
邊
に
あ
ら
ば
、
虚
耗
す
る
こ
と
年
年
た
り
。
井
竈
相
看
ば
、

法さ
だ

め
て
男
女
の
内
亂
を
主
る
。
井
竈
相
見
し
む
べ
か
ら
ず
。
女
子
竈
事
を
祭
る
は

不
祥
な
り
。 

（
通
釈
）
ご
ぼ
ご
ぼ
と
沸
き
立
つ
井
戸
を
し
ず
め
る
に
は
、
東
に
向
い
て
三
六
〇

歩
の
う
ち
に
、
青
い
石
を
ひ
と
つ
探
し
も
と
め
て
、
そ
れ
を
酒
で
煮
て
井
戸
の
な

か
に
放
り
こ
む
と
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
そ
れ
が
や
む
。
卯
の
日
に
は
井
戸
を
掘
っ
て

は
な
ら
な
い
。（
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
と
）
折
角
の
甘
泉
が
芳
し
く
香
ら
な
い
。
古

い
井
戸
を
ふ
さ
い
で
は
な
ら
な
い
。（
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
と
、
家
）
人
の
耳
を
聴

こ
え
な
く
し
、
目
を
見
え
な
く
さ
せ
る
。
お
よ
そ
堂
（
居
間
）
の
前
に
は
井
戸
の

掘
っ
て
は
な
ら
な
い
。
男
子
が
井
戸
を
ま
た
ぎ
、
女
子
が
竈
に
の
ぼ
る
と
、
み
な

言
い
争
い
や
思
い
も
よ
ら
ぬ
災
禍
を
招
く
。
井
戸
を
ま
た
ぎ
、
竈
を
ま
た
い
で
は

な
ら
な
い
。
井
戸
が
竈
の
そ
ば
に
あ
る
と
、（
家
人
は
）
年
々
虚
弱
と
な
り
衰
え
て

い
く
。
井
戸
と
竈
が
互
い
に
み
え
る
位
置
に
あ
る
と
、
き
ま
っ
て
男
女
の
内
輪
も

め
を
ひ
き
お
こ
す
。
井
戸
と
竈
が
互
い
に
み
え
る
よ
う
に
配
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

女
子
が
竈
を
祭
る
の
は
不
吉
で
あ
る
。 

（
玉
全
解
釈
）
井
戸
の
水
、
湧
わ
き
す
ぎ
て
と
ど
ま
ら
ざ
れ
ば
、
東
の
方
、
三
百

六
十
足
外
の
青
石
を
酒
に
て
た
き
、
井
戸
へ
入
て
た
ち
ま
ち
止
る
こ
と
妙
な
り
。

東
の
正
中
に
井
戸
ほ
る
事
あ
し
し
。
水
に
徳
な
し
。
を
も
ざ
し
き
の
前
に
井
を
ほ

る
事
な
か
れ
。
男
子
井
を
こ
え
、
婦
人
竈
に
上
る
事
あ
れ
ば
、
家
内
に
口
舌
禍
を

を
く
出
来
る
も
の
な
り
。
井
、
か
ま
ど
の
き
わ
に
あ
れ
ば
、
年
々
そ
ん
す
る
事
あ

り
。
井
と
灶
戸
、
向
合
こ
と
な
か
れ
。
女
男
に
乱
す
、
さ
は
が
し
し
。
井
と
灶
戸
、

相
見
る
は
凶
な
り
。
是
に
略
す
。
か
ま
ど
を
婦
人
ま
つ
る
事
あ
し
し
。
不
吉
な
り
。 

  

井
竈
③ 

（
原
文
）
井
北
、
竈
南
、
家
五
逆
。
井
畔
栽
桃
物
業
荒
。
廳
内
、
房
前
難
鑿
井
。

主
人
堂
後
莫
開
泉
。
刀
釜
（
斧
）
不
宜
安
竈
上
。
簸
箕
放
竈
前
、
令
人
家
不
安
。

凡
於
廳
屋
安
竈
、
兩
火
煌
煌
、
主
有
灾
殃
。
踐
壊
竈
土
、
令
人
患
瘡
。
竈
堂
無
禮
、

家
必
破
。
竈
前
歌
笑
、
要
驚
惶
。
糞
土
無
令
壅
竈
前
。 

（
訓
読
）
井
北
に
あ
り
、
竈
南
に
あ
ら
ば
、
家
に
五
逆
あ
り
。
井
の
畔 

桃
を
栽う

う

れ
ば
物
業
荒す

さ

む
。
廳
内
、
房
前
に
は
井
を
鑿
つ
を
難は

ば

か
る
。
主
人
の
堂
後
に
は
泉

を
開
く
莫
れ
。
刀
釜
（
斧
）
は
宜
し
く
竈
上
に
安
ん
ず
べ
か
ら
ず
。
箕み

を
簸
ぎ
て
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竈
前
に
放
た
ば
、
人
家
を
し
て
安
ん
ぜ
ざ
ら
し
む
。
凡
そ
廳
屋
に
於
い
て
竈
を
安

ん
ず
れ
ば
、
兩
火
煌
煌
と
し
て
灾
殃
有
る
を
主
る
。
竈
土
を
踐
壊
す
れ
ば
、
人
を

し
て
瘡
を
患
わ
し
む
。
竈
堂 

禮
無
く
ん
ば
、
家
必
ず
破
る
。
竈
前
に
て
歌
笑
す

れ
ば
、

要
か
な
ら

ず
驚
惶
せ
し
む
。
糞
土
も
て
竈
前
を
壅ふ

さ

が
し
む
る
こ
と
無
か
れ
。 

（
通
釈
）
井
戸
が
北
に
あ
っ
て
竈
が
南
に
あ
れ
ば
、
そ
の
家
（
人
）
は
五
逆
の
罪

を
お
か
す
。
井
戸
の
近
く
に
桃
を
植
え
る
と
家
業
が
荒
む
。
廰
堂
（
居
間
）
の
内

側
、
寝
室
の
前
に
井
戸
を
掘
る
こ
と
は
は
ば
か
ら
れ
る
。
主
人
（
家
長
）
の
堂
の

後
ろ
に
泉
を
つ
く
っ
て
は
な
ら
な
い
。
刀
と
斧
は
竈
の
上
に
置
く
の
は
よ
く
な
い
。

穀
物
の
も
み
が
ら
を
え
り
わ
け
る
箕
を
竈
の
前
で
扇
ぐ
と
、
そ
の
家
の
（
人
々
が
）

安
ら
か
で
な
く
な
る
。
お
よ
そ
廰
堂
の
屋
内
に
竈
を
設
置
す
る
と
、
ふ
た
く
ち
の

火
が
煌
々
と
照
り
つ
け
る
こ
と
に
な
り
、（
そ
の
家
に
）
災
禍
を
も
た
ら
す
原
因
に

な
る
。
竈
の
土
を
踏
ん
だ
り
壊
し
た
り
し
た
り
す
る
と
、（
そ
の
家
の
）
人
は
皮
膚

病
を
わ
ず
ら
う
こ
と
に
な
る
。
竈
堂
で
無
礼
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
と
、
そ
の
家
は

必
ず
破
滅
す
る
。
竈
の
前
で
歌
っ
た
り
笑
っ
た
り
す
る
と
、（
そ
の
家
に
は
）
必
ず

驚
き
お
の
の
く
こ
と
が
お
こ
る
。
糞
土
を
竈
の
前
に
お
い
て
ふ
さ
い
で
は
な
ら
な

い
。 

（
玉
全
解
釈
）
井
戸
北
に
し
て
、
灶
戸
を
南
に
す
ゆ
（
据
）
れ
ば
、
五
つ
の
さ
か

さ
ま
事
を
み
る
こ
と
あ
り
。
又
井
戸
ば
た
に
花
を
う
ゆ
れ
ば
、
も
と
で
し
な
物
年
々

へ
る
。
困
窮
の
相
也
。
灶
の
上
に
き
（
切
）
れ
も
の
置
事
な
か
れ
。
内
乱
に
し
て

心
不
安
、
又
灶
の
前
に
み
（
箕
）
を
置
事
凶
な
り
。
奥
と
口
と
た
い
（
対
）
所
に

灶
戸
を
置
は
凶
な
り
。
両
火
え
ん
え
ん
と
し
て
口
舌
争
こ
と
あ
り
。
主
人
部
屋
の

後
に
い
づ
み
を
置
は
凶
な
り
。
灶
戸
上
を
祭
り
吉
。
失
礼
す
る
と
き
は
、
必
ず
其

家
次
第
に
を
と
ろ
う
な
り
。
灶
の
前
に
て
歌
を
う
た
び
笑
へ
ば
、
を
ど
ろ
き
を
そ

る
る
事
あ
り
。
可
慎
な
り
。 

  

井
竈
④ 

（
原
文
）
竈
中
午
夜
絶
焼
烟
。
午
夜
乃
是
后
帝
竈
君
交
會
之
夜
。
宜
避
之
、
即
安
。

婦
人
勿
跂
竈
坐
。
大
忌
。
向
竈
罵
詈
不
祥
。
不
可
對
竈
吟
詠
及
哭
。
不
可
竈
火
焼

香
。
作
竈
法
、
長
七
尺
九
寸
、
上
象
北
斗
、
下
應
九
州
。
廣
四
尺
、
象
四
時
。
髙

三
尺
、
象
三
才
。
口
闊
一
尺
二
寸
、
象
十
二
時
。
安
兩
釜
象
日
月
。
突
大
八
寸
、

象
八
風
。 

（
訓
読
）
竈
中 

午
夜
は

焼
し
ょ
う

烟え
ん

を
絶
つ
。
午
夜
は
乃
ち
是
れ
后
帝
・
竈
君
交
會
の

夜
な
り
。
宜
し
く
こ
れ
を
避
く
べ
く
ん
ば
、
即
ち
安
し
。
婦
人
は
竈
に

跂
ま
た
が

り
て
坐

す
る
こ
と
な
か
れ
。
大
い
に
忌
む
。
竈
に
向
い
て
罵
詈

ば

り

す
る
は
不
祥
な
り
。
竈
に

對
し
て
吟
詠
す
、
及
び
哭
す
べ
か
ら
ず
。
竈
火
も
て
香
を
焼
く
べ
か
ら
ず
。
竈
を

作
る
の
法
は
、
長
さ
は
七
尺
九
寸
、
上
は
北
斗
に
象
り
、
下
は
九
州
に
應
ず
。
廣

さ
は
四
尺
、
四
時
に
象
る
。
髙
さ
は
三
尺
、
三
才
に
象
る
。
口
闊
は
一
尺
二
寸
、

十
二
時
に
象
る
。
兩
釜
を
安
ん
ず
る
は
日
月
に
象
る
。
突
大
は
八
寸
、
八
風
に
象

る
。 

（
通
釈
）
竈
の
中
は
夜
半
（
夜
の
十
二
時
以
降
）
に
は
火
の
気
を
た
つ
。
夜
半
は
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す
な
わ
ち
后
帝
と
竈
君
が
交
会
す
る
時
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
に
火
の
気
を
避

け
る
と
安
泰
で
あ
る
。
婦
人
は
竈
に
ま
た
が
っ
て
坐
っ
て
は
な
ら
な
い
。
大
い
に

忌
む
こ
と
で
あ
る
。
竈
に
向
か
っ
て
の
の
し
り
の
言
葉
を
は
く
の
は
不
祥
で
あ
る
。

竈
に
む
か
っ
て
歌
を
う
た
っ
た
り
、
声
を
あ
げ
て
泣
い
て
は
な
ら
な
い
。
竈
の
火

で
香
を
た
い
て
は
な
ら
な
い
。
竈
を
作
る
方
法
は
、
長
さ
は
七
尺
九
寸
、
上
は
北

斗
七
星
に
象
り
、
下
は
九
州
に
対
応
し
て
い
る
。
広
さ
は
四
尺
、
こ
れ
は
四
時
に

象
る
。
高
さ
は
三
尺
、
こ
れ
は
三
才
に
象
る
。
口
径
は
一
尺
二
寸
、
こ
れ
は
十
二

時
に
象
る
。
ふ
た
つ
の
釜
を
安
置
す
る
、
こ
れ
は
日
月
に
象
る
。
煙
突
の
口
径
は

八
寸
、
こ
れ
は
八
風
に
象
る
。 

（
玉
全
解
釈
）
か
ま
戸
を
作
る
に
、
け
が
れ
土
を
用
る
こ
と
な
か
れ
。
又
、
香
を

た
く
に
灶
の
火
を
用
る
は
凶
な
り
。
夜
中
の
こ
ろ
に
火
の
き
ゆ
る
も
の
な
り
。
是

荒
神
の
祟
る
卬
也
。
女
、
井
戸
を
ま
た
ぐ
る
は
大
凶
な
り
。
灶
戸
に
向
て
人
と
争

い
そ
し
る
事
不
祥
な
り
。 

  

井
竈
④ 

（
原
文
）
須
備
新
甎
、
浄
洗
、
以
浄
土
和
合
、
香
水
合
泥
。
不
可
用
壁
泥
相
雑
。

大
忌
之
。
以
猪
肝
和
泥
、
令
婦
人
孝
順
。
凡
作
竈
泥
、
先
除
地
面
土
五
寸
、
即
取

下
面
浄
土
、
以
井
花
水
并
香
合
泥
大
吉
。
凡
竈
面
向
西
、
向
南
吉
。
向
東
、
向
北

凶
。
竈
神
晦
日
歸
天
、
白
人
罪
。
竈
主
食
、
夢
者
得
食
。
子
孫
滿
堂
、
竈
在
明
堂
。

徴
音
明
堂
在
午
、
宮
音
明
堂
在
子
、
羽
音
明
堂
在
戌
、
商
角
音
明
堂
在
申
地
。 

（
校
勘
）「
須
備
新
甎
」
、
朝
鮮
本
は
「
須
備
新
磚
」
に
作
る
。「
地
面
土
五
寸
」
、

朝
鮮
本
は
「
地
面
上
土
五
寸
」
に
作
る
。 

（
訓
読
）
須
く
新
甎
を
備
え
、
浄
洗
し
、
浄
土
を
以
て
和
合
し
、
香
水
も
て
泥
に
合が

っ

す
べ
し
。
壁
泥
を
用
て
相
雑
う
べ
か
ら
ず
。
大
い
に
之
れ
を
忌
む
。
猪
肝
を
以
て

泥
に
和あ

わ
さ
ば
、
婦
人
を
し
て
孝
順
な
ら
し
む
。
凡
そ
竈
泥
を
作
る
に
、
先
ず
地

面
の
土
五
寸
を
除
き
、
即
ち
下
面
の
浄
土
を
取
り
、
井
の
花
水
并
び
に
香
を
以
て

泥
に
合
す
れ
ば
大
吉
。
凡
そ
竈
面
は
西
に
向
い
、
南
に
向
う
は
吉
。
東
に
向
い
、

北
に
向
う
は
凶
。
竈
神
は
晦
日 

天
に
歸
り
、
人
の
罪
を
白
す
。
竈
は
食
を
主
ど

る
。
夢
む
る
者
は
食
を
得
。
子
孫 

堂
に
滿
つ
る
は
、
竈 

明
堂
に
在
り
。
徴
音

の
明
堂
は
午
に
在
り
。
宮
音
の
明
堂
は
子
に
在
り
。
羽
音
の
明
堂
は
戌
に
在
り
。

商
角
音
の
明
堂
は
申
の
地
に
在
り
。 

（
通
釈
）（
竈
を
作
る
に
は
）
新
し
い
レ
ン
ガ
を
準
備
し
、
そ
れ
を
洗
浄
し
て
き
れ

い
な
土
と
混
ぜ
合
わ
せ
、
香
水
を
泥
に
混
ぜ
る
べ
き
で
あ
る
。
壁
土
を
混
ぜ
て
は

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
大
い
に
忌
む
。
猪
の
肝
に
泥
を
合
わ
せ
て
用
い
れ
ば
、（
そ
の

家
の
）
婦
人
を
孝
順
に
さ
せ
る
。
お
よ
そ
竈
泥
を
つ
く
る
の
に
、
ま
ず
地
面
の
土

五
寸
を
と
り
除
き
、
そ
の
下
の
清
浄
な
土
を
と
り
、
汲
み
た
て
の
井
戸
水
と
香
を

も
っ
て
泥
と
合
せ
て
こ
ね
れ
ば
大
吉
で
あ
る
。
お
よ
そ
竈
面
は
西
向
、
南
向
き
は

吉
で
あ
る
。
東
向
き
、
北
向
き
は
凶
で
あ
る
。
竈
神
は
大
晦
日
に
天
に
帰
り
、
家

人
の
罪
を
告
げ
る
。
竈
は
食
に
関
係
が
あ
る
。
竈
神
を
夢
に
見
る
者
は
食
に
あ
り

つ
け
る
。
子
孫
は
堂
に
満
ち
る
た
め
に
は
、
竈
を
明
堂
に
も
う
け
る
と
よ
い
。（
そ
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の
家
が
）
徴
音
な
ら
ば
明
堂
は
午
に
あ
る
。
宮
音
な
ら
ば
明
堂
は
子
に
あ
る
。
羽

音
な
ら
ば
明
堂
は
戌
に
あ
る
。
商
角
音
な
ら
ば
明
堂
は
申
の
地
に
あ
る
。 

（
補
注
）「
竈
神
は
晦
日 

天
に
歸
り
、
人
の
罪
を
白
す
。
」
に
つ
い
て
は
、
前
漢

の
劉
安
撰
『
淮
南
萬
畢
術
』
に
も
、「
竈
神
晦
日
歸
天
、
白
人
罪
。
」（
７
）

と
記
さ
れ

る
。「
宮
商
角
徴
羽
」
は
人
の
姓
を
五
音
に
分
類
し
た
も
の
。
人
の
姓
の
五
音
と
宅

の
門
の
配
置
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
吉
と
さ
れ
た
。
後
漢
『
論
衝
』
詰
術
編
に
は
「
商

は
金
。
」
、「
徴
は
火
。」
と
あ
る
。 

（
玉
全
解
釈
）
灶
戸
を
作
る
に
先
、
土
を
取
て
吉
方
を
え
ら
（
選
）
み
、
生
気
の

方
に
て
地
上
面
五
寸
を
さ
り
、
下
の
清
浄
な
る
土
を
以
て
、
く
み
た
て
の
水
に
能

き
香
未
を
以
て
、
泥
に
合
せ
て
作
れ
ば
大
吉
な
り
。
人
家
に
病
人
多
、
災
禍
重
々

有
と
き
は
、
法
の
通
に
作
て
吉
。 

  

井
竈
⑤ 

（
原
文
）
丙
丁
作
竈
、
引
火
光
。
凡
遇
釜
甑
鳴
、
鬼
名
婆
女
、
但
呼
其
名
字
、
亦

不
為
灾
。
却
招
吉
利
。
釜
鳴
不
得
驚
呼
。
須
一
男
子
作
婦
人
拜
、
即
止
。
或
婦
人

作
男
子
拜
、
亦
止
。
釜
鳴
甑
虚
氣
充
、
則
鳴
。
非
恠
。
但
掲
去
盖
、
則
已
。
凡
人

家
厨
下
頭
鍋
、
過
夜
、
須
刷
洗
浄
、
滿
注
水
、
不
可
令
乾
。
如
空
、
則
使
主
人
心

焦
。
又
云
、
鍋
釜
夜
深
莫
停
水
。 

（
校
勘
）「
不
得
驚
呼
。
」
、
本
朝
本
は
「
不
爲
驚
呼
。」
に
作
る
。「
則
鳴
。
非
恠
。
」
、

朝
鮮
本
は
「
則
鳴
。
非
怪
。」
に
作
る
。 

（
訓
読
）
丙
丁
に
竈
を
作
ら
ば
、
火
光
を
引
く
。
凡
そ
釜
甑
の
鳴
る
に
遇
わ
ば
、

鬼
は
婆
女
と
名
づ
く
る
が
、
但
だ
其
の
名
字
を
呼
べ
ば
、
亦
た
灾
を
為
さ
ず
。
却

て
吉
利
を
招
く
。
釜
鳴
る
も
驚
呼
す
る
を
得
ず
。
須

か
な
ら

ず
一
男
子 

婦
人
の
拜
を
作

さ
ば
、
即
ち
止
む
。
或
い
は
婦
人 

男
子
の
拜
を
作
さ
ば
、
亦
た
止
む
。
釜
の
鳴

る
は
甑
の
虚
氣
充
つ
れ
ば
、
則
ち
鳴
る
。
恠
し
む
に
あ
ら
ず
。
但
だ
盖
を
掲
去
せ

ば
、
則
ち
已や

む
。
凡
そ
人
家
の
厨
下
の
頭
鍋
は
、
夜
を
過
ぐ
れ
ば
、
須
く
刷
き
て

洗
浄
し
、

滿
ま
ん
ま
ん

と
水
を
注
ぎ
、
乾
か
し
む
べ
か
ら
ず
。
如
し
空
な
ら
ば
、
則
ち
主

人
の
心
を
し
て
焦
が
せ
し
む
。
又
云
く
、
鍋
釜
は
夜
深
き
に
水
を
停
む
る
こ
と
莫

れ
、
と
。 

（
通
釈
）
丙
丁
の
日
に
竈
を
作
る
と
、
火
災
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
お
よ
そ
鍋
や

釜
が
鳴
る
と
き
は
、
婆
女
と
い
う
鬼
の
せ
い
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
そ
の
名
前
を
呼

ぶ
と
災
い
を
な
さ
な
く
な
る
。
か
え
っ
て
吉
利
を
招
く
。
釜
が
鳴
っ
て
も
驚
い
て

声
を
あ
げ
て
は
な
ら
な
い
。ひ
と
り
の
男
子
が
婦
人
の
格
好
を
し
て
拝
む
と
、
き
っ

と
た
だ
ち
に
止
む
。
あ
る
い
は
婦
人
が
男
子
の
格
好
を
し
て
拝
む
と
、
ま
た
止
む
。

釜
鳴
り
は
鍋
釜
の
中
に
虚
気
が
充
満
し
て
い
る
の
で
、
鳴
る
の
で
あ
る
。
恠
し
む

こ
と
は
な
い
。
た
だ
ふ
た
を
取
り
の
ぞ
け
ば
止
む
。
お
よ
そ
人
家
の
厨
房
の
頭
鍋

は
、
夜
に
な
れ
ば
必
ず
こ
そ
げ
洗
浄
し
、
満
々
と
水
を
注
ぎ
、
乾
か
し
て
は
い
け

な
い
。
も
し
空
の
状
態
な
ら
ば
、
主
人
の
心
を
憔
悴
さ
せ
る
。
ま
た
逆
に
、
鍋
釜

は
夜
更
け
に
水
を
た
め
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
説
も
あ
る
。 

（
補
注
）「
丁
集
・
宅
舎
二
」
、
「
逐
月
作
竈
忌
日
」
に
は
「
丙
日
丁
日 

不
作
竈
」
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と
あ
る
。
こ
こ
で
は
他
に
も
忌
日
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。 

（
玉
全
解
釈
）
灶
戸
作
に
、
丙
丁
日
、
午
日
を
可
慎
き
な
り
。
火
勢
さ
か
ん
に
し

て
火
災
に
あ
ふ
事
あ
り
。
又
庚
辛
日
を
忌
な
り
。
是
困
き
う
を
主
ど
る
な
り
。
釜

こ
し
き
（
甑
）
な
る
こ
と
あ
ら
ば
、
婆
女
婆
女
と
よ
び
て
吉
。
か
へ
っ
て
大
吉
と

成
者
也
。
か
ま
の
な
る
時
に
、
を
ど
ろ
く
こ
と
な
か
れ
。
其
と
き
は
男
子
、
女
の

衣
類
を
き
て
を
が
む
べ
し
。
亦
女
子
、
男
の
衣
る
い
を
き
て
も
止
む
な
り
。
釜
の

な
る
は
、
多
く
は
こ
し
き
（
甑
）
む
な
し
け
れ
ば
な
り
。
あ
や
し
み
、
を
ど
ろ
く

こ
と
な
か
れ
。
ふ
た
を
明
れ
ば
止
む
も
の
な
り
。
な
べ
か
ま
は
よ
く
あ
ら
い
、
清

め
て
水
を
は
り
、
置
を
よ
し
と
す
。
か
わ
く
時
は
、
主
人
の
心
、
い
れ
こ
が
る
る

も
の
な
り
。
然
れ
ど
も
、
夜
ふ
か
に
水
を
く
み
入
る
る
こ
と
な
か
れ
。
荒
神
の
を

そ
れ
た
ま
う
事
を
忌
む
。 

 

七
．
天 

井 

 

天
井
① 

（
原
文
）
凡
四
向
堂
屋
前
、
著
過
道
中
亭
有
二
天
井
。
象
日
月
。
為
屋
有
眼
目
、

主
大
發
、
少
灾
。
若
只
作
一
天
井
亦
發
。
只
是
多
出
患
眼
、
及
損
少
丁
少
婦
。
天

井
著
花
欄
主
淫
泆
。
又
云
、
天
井
置
欄
主
病
心
痛
、
障
眼
。
著
花
欄
、
小
口
患
。 

（
校
勘
）「
少
丁
少
婦
。
」
、
朝
鮮
本
は
「
少
丁
少
歸
。
」
に
作
る
。「
主
淫
泆
。
」
、
朝

鮮
本
は
「
主
淫
佚
。
」
に
作
る
。「
小
口
患
。
」
、
朝
鮮
本
は
「
小
口
舌
。」
に
作
る
。 

（
訓
読
）
凡
そ
四
向
の
堂
屋
の
前
、
過
道
の
中う

ち

に
亭
を
著お

か
ば
、
二
天
井
有
り
。

日
月
に
象
る
。
屋
を
為
る
に
眼
目
有
ら
ば
、
大
發
を
主
り
、
灾
少
な
し
。
若
し
只

だ
一
天
井
を
作
る
も
亦
た
發
す
。
只
だ
是
れ
多
く
眼
を
患
う
を
出
だ
し
、
及
び
少

丁
少
婦
を
損
な
う
。
天
井 

花
欄
を
著
か
ば
、
淫
泆
を
主
る
。
又
云
く
、
天
井 

欄

を
置
か
ば
、
心
痛
、
障
眼
を
病
む
を
主
る
。
花
欄
を
著
か
ば
、
小
し
く
口
患
あ
り
。 

（
通
釈
）
お
よ
そ
四
方
が
建
物
で
囲
ま
れ
て
い
る
居
宅
で
堂
屋
の
前
、
通
路
の
中

ほ
ど
に
亭
を
設
け
る
と
、
ふ
た
つ
の
天
井
（
中
庭
）
が
で
き
る
。（
こ
れ
は
）
日
月

に
象
る
。
堂
屋
を
作
る
の
に
（
天
井
を
）
両
目
の
よ
う
に
す
え
れ
ば
、
大
い
に
発

財
し
、
災
い
は
少
な
い
。
も
し
天
井
が
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
も
、
大
い
に
発
財
す
る
。

た
だ
こ
の
場
合
は
多
く
眼
病
を
患
う
（
家
人
）
を
だ
し
、
若
い
男
女
が
患
う
よ
う

に
な
る
。
天
井
に
花
壇
を
つ
く
る
と
、
淫
乱
の
原
因
と
な
る
。
ま
た
い
う
、
天
井

に
花
壇
を
置
く
と
、
心
痛
や
眼
病
を
わ
ず
ら
う
原
因
と
な
る
。
花
壇
を
お
け
ば
、

す
こ
し
口
舌
の
患
い
が
お
こ
る
。 

（
補
注
）
天
井
…
…
庭
院
（
中
庭
）
の
こ
と
。
中
国
民
居
に
お
い
て
、
堂
は
内
な

る
居
間
、
天
井
は
外
な
る
居
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
連
続
し
た
空
間
に
構
成
さ
れ

て
い
る
。
天
井
に
は
直
接
樹
木
な
ど
が
植
栽
さ
れ
ず
、
植
木
鉢
な
ど
が
置
か
れ
る

場
合
が
多
い
。 

（
玉
全
解
釈
） 

中
庭
に
花
の
て
す
り
を
こ
し
ら
へ
置
は
、
い
ん
ら
ん
（
淫
乱
）
、

若
死
す
る
こ
と
あ
り
。
又
心
痛
、
目
を
わ
づ
ら
ふ
の
病
を
主
ど
る
。
又
口
舌
事
の

う
れ
い
あ
り
。 
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天
井
② 

（
原
文
）
凡
人
家
天
井
方
為
上
。
不
可
直
長
。
主
喪
禍
。
廳
前
天
井
停
水
不
出
、

主
病
患
。
父
子
相
拗
、
有
下
濕
腸
風
之
疾
、
及
漏
肚
傷
孕
之
厄
。
天
井
栽
木
大
凶
。

天
井
内
不
可
種
花
。
招
婦
人
淫
亂
。 

（
訓
読
）
凡
そ
人
家
の
天
井
は
方
を
上
と
為
す
。
直
長
な
る
べ
か
ら
ず
。
喪
禍
を

主
る
。
廳
前
の
天
井 

水
を
停
め
て
出
だ
さ
ざ
れ
ば
、
病
患
を
主
る
。
夫
子
相
拗

し
、
下
濕
腸
風
の
疾
、
及
び
漏
肚
傷
孕
の
厄
有
り
。
天
井 

木
を
栽
う
る
は
大
凶
。

天
井
の
内
に
は
花
を
種
う
べ
か
ら
ず
。
婦
人
の
淫
亂
を
招
く
。 

（
通
釈
）
お
よ
そ
人
家
の
天
井
（
中
庭
）
は
正
方
形
が
も
っ
と
も
よ
い
。
長
方
形

に
し
て
は
い
け
な
い
。（
そ
ん
な
形
に
す
る
と
家
人
が
）
死
ぬ
原
因
と
な
る
。
廰
堂

（
居
間
）
の
前
の
天
井
に
水
が
停
滞
し
て
流
れ
出
な
い
と
、
病
気
を
患
う
原
因
と

な
る
。（
そ
う
す
る
と
）
父
子
が
互
い
に
反
目
し
、
下
湿
や
腸
風
、
腹
く
だ
し
や
流

産
の
厄
が
あ
る
。
天
井
に
は
木
を
植
栽
す
る
の
は
大
凶
で
あ
る
。
天
井
の
内
に
は

花
を
植
え
て
は
な
ら
な
い
。（
そ
う
す
る
と
そ
の
家
の
）
婦
人
の
淫
乱
を
招
く
。 

（
玉
全
解
釈
）
中
庭
は
四
角
な
る
を
よ
し
と
す
。
ほ
そ
長
き
は
不
幸
ご
と
多
し
。

中
庭
に
花
木
草
花
を
忌
な
り
。
婦
人
い
ん
ら
ん
（
淫
乱
）
を
主
ど
る
。 

 

八
．
窻 

（
原
文
）
門
壁
有
窻
、
招
横
事
。
天
窻
宜
就
左
邊
開
。
乃
青
龍
開
眼
吉
。 

（
訓
読
）
門
壁
に
窻
有
ら
ば
、
横
事
を
招
く
。
天
窻
は
宜
し
く
左
邊
に
就
き
て
開

く
べ
し
。
乃
ち
青
龍
開
眼
し
て
吉
。 

（
通
釈
）
門
の
壁
に
窓
が
あ
る
の
は
不
慮
の
事
故
を
招
く
。
天
窓
は
左
の
ほ
う
に

開
け
る
の
が
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
青
龍
が
眼
を
開
け
て
吉
で
あ
る
。 

（
玉
全
解
釈
）
門
の
か
べ
に
窓
を
あ
け
る
こ
と
な
か
れ
。
災
禍
多
く
ま
ね
く
。
天

窓
は
左
の
方
に
開
け
て
吉
。
龍
の
眼
を
開
く
象
な
り
。
発
達
の
相
也
。 

 

九
．
溝 

瀆 

（
原
文
）
溝
渠
通
浚
、
屋
宇
潔
浄
、
無
穢
氣
、
不
生
瘟
疫
病
。
水
路
充
門
、
悖
逆

児
孫
。
水
寄
宅
過
東
流
、
無
禍
。
水
若
倒
流
、
宅
主
女
為
家
長
。
水
從
門
出
、
主

耗
散
之
貧
窮
。
勿
塞
溝
瀆
。
令
人
目
盲
。 

（
訓
読
）
溝
渠
は
通
浚
し
、
屋
宇
は
潔
浄
に
し
て
、
穢
氣
無
け
れ
ば
、
瘟
疫
の
病

を
生
ぜ
ず
。
水
路 

門
に
充
つ
れ
ば
児
孫
を
悖
逆
せ
し
む
。
水 

宅
に
寄
り
て
過

ぐ
る
も
東
流
す
れ
ば
、
禍
無
し
。
水
若
し
倒
流
す
れ
ば
、
宅 

女
を
家
長
と
為
す

を
主
る
。
水 

門
從
り
出
づ
れ
ば
、
耗
散
し
て
貧
窮
を
主
る
。
溝
瀆
を
塞
ぐ
こ
と

勿
れ
。
人
の
目
を
し
て
盲
な
ら
し
む
。 

（
通
釈
）
溝
渠
は
さ
ら
っ
て
水
が
流
れ
る
よ
う
に
し
、
屋
舎
は
清
潔
に
し
て
、
穢

れ
た
気
が
な
け
れ
ば
、
は
や
り
病
を
生
じ
な
い
。
水
路
が
門
に
せ
ま
っ
て
満
ち
て

い
る
と
、
子
孫
を
反
逆
さ
せ
る
。
水
が
居
宅
に
寄
り
添
う
よ
う
に
流
れ
て
い
て
も
、

東
に
流
れ
て
い
れ
ば
、
禍
い
は
な
い
。
水
が
も
し
（
門
に
向
か
っ
て
）
逆
さ
ま
に

流
れ
て
い
る
と
、
婦
人
が
家
長
と
な
る
原
因
と
な
る
。
水
の
流
れ
が
門
よ
り
で
て
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い
く
と
、
散
財
し
て
貧
窮
す
る
原
因
と
な
る
。
溝
は
ふ
さ
い
で
は
な
ら
な
い
。
人

の
眼
を
盲
目
に
さ
せ
る
。 

（
玉
全
解
釈
）
み
ぞ
わ
き
（
溝
脇
）
よ
く
そ
う
じ
し
て
、
け
が
れ
な
き
時
は
、
病

難
を
不
生
。
は
や
り
病
を
う
け
ざ
る
も
の
な
り
。
水
の
道
、
門
に
あ
た
れ
ば
、
あ

し
き
子
を
生
ず
る
。
水
、
家
に
そ
う
て
東
へ
流
は
わ
ざ
わ
い
な
し
。
是
は
宅
の
相

を
す
る
時
の
心
得
な
り
。
水
道
さ
か
さ
ま
に
な
が
る
る
宅
は
、
主
人
短
命
に
し
て

女
、
家
の
主
と
な
る
相
也
。
門
の
下
を
水
出
れ
ば
、
た
か
ら
を
へ
ら
し
、
貧
き
う

（
窮
）
す
る
相
な
り
。 

 

十
．
厠 

 

厠
① 

（
原
文
）
凡
人
上
厠
之
時
、
先
離
厠
前
三
五
歩
、
咳
嗽
兩
三
聲
。
其
神
在
厠
中
、

即
自
然
回
避
。
上
厠
不
可
唾
於
厠
中
、
並
唾
於
四
面
、
及
唾
於
壁
上
厠
神
。
免
得

生
瘡
痍
。
其
神
凡
事
護
佑
。
不
敬
不
信
、
即
恐
灾
損
其
身
。 

（
校
勘
）「
即
自
然
回
避
。
」
、
本
朝
本
は
「
自
然
廻
避
」
に
作
る
。「
生
瘡
痍
。」
、

朝
鮮
本
は
「
主
瘡
痍
。」
に
作
る
。 

（
訓
読
）
凡
そ
人 

厠
に
上
る
の
時
は
、
先
ず
厠
の
前
を
離
る
る
こ
と
三
五
歩
、

咳
嗽
す
る
こ
と
兩
三
聲
す
。
其
の
神
、
厠
中
に
在
ら
ば
、
即
ち
自
然
に
回
避
す
。

厠
に
上
る
に
厠し

中
ち
ゅ
う

に
唾
し
、
並
び
に
四
面
に
唾
し
、
及
び
壁
上
の
厠
神
に
唾
す
べ

か
ら
ず
。
瘡
痍
を
生
ず
る
を
免
れ
得
ん
。
其
の
神 

凡
事
を
ば
護
佑
す
。
敬
わ
ず
、

信
ぜ
ざ
れ
ば
、
即
ち
恐
ら
く
は
其
の
身
を
灾
損
せ
ん
。 

（
通
釈
）
お
よ
そ
人
が
厠
に
入
る
と
き
は
、
ま
ず
厠
か
ら
数
歩
離
れ
て
、
二
、
三

回
咳
払
い
を
す
る
。
も
し
神
が
厠
に
い
れ
ば
、
す
な
わ
ち
自
然
に
退
避
し
て
く
れ

る
。
厠
に
入
る
際
に
厠
の
中
に
唾
を
は
い
た
り
、
四
方
に
唾
を
は
い
た
り
、
壁
の

厠
神
に
唾
を
は
い
て
は
な
ら
な
い
。（
そ
れ
を
守
れ
ば
）
か
さ
ぶ
た
が
生
じ
る
こ
と

を
免
れ
る
。
厠
神
は
日
常
の
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
か
ら
（
家
人
を
）
護
っ
て
く
れ
る
。

厠
神
を
敬
わ
ず
、
信
じ
な
い
と
、
恐
ら
く
は
そ
の
身
に
災
い
が
ふ
り
か
か
る
。 

（
玉
全
解
釈
）
夜
、
せ
つ
い
ん
（
雪
隠
）
へ
行
に
、
三
、
四
度
せ
き
ば
ら
い
を
し

て
ゆ
く
べ
し
。
又
両
三
度
こ
え
を
し
て
か
わ
や
（
厠
）
に
入
る
べ
し
。
か
は
や
の

神
退
し
り
ぞ
く
ゆ
え
、
と
が
め
な
し
。
さ
な
き
時
は
神
お
ど
ろ
く
ゆ
へ
、
災
多
く

あ
る
べ
き
な
り
。
せ
つ
い
ん
に
行
て
、
つ
ば
け
（
唾
）
を
は
く
こ
と
な
か
れ
。
又

四
面
に
つ
ば
け
は
き
、
か
べ
に
つ
ば
け
は
く
こ
と
な
か
れ
。
是
せ
つ
い
ん
の
神
を

け
が
す
な
り
。
雪
隠
の
神
、
万
事
を
ま
も
り
た
す
く
る
な
り
。
然
を
う
や
ま
は
ざ

れ
ば
、
か
え
っ
て
災
害
を
招
く
。
つ
つ
し
む
べ
き
な
り
。 

  

厠
② 

（
原
文
）
凡
有
三
二
歳
已
下
男
女
、
抛
糞
於
厠
中
、
多
有
觸
犯
。
縁
有
妳
腥
氣
。

并
外
来
尿
糞
惡
氣
充
其
厠
神
并
受
糞
夫
人
、
立
有
灾
咎
。
凡
男
子
上
厠
、
不
得
科

頭
跣
足
。
若
有
此
犯
、
公
私
之
人
遭
牢
獄
之
厄
。
凡
置
得
新
厠
、
即
便
除
却
舊
厠
。

其
舊
厠
之
内
糞
亦
盡
除
。
恐
遭
殃
禍
。
當
除
之
時
、
以
水
安
厠
中
令
滿
。
莫
言
除
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厠
、
只
言
除
水
。 

（
訓
読
）
凡
そ
三
二
歳
已
下

い

か

の
男
女
有
り
て
、
糞
を
厠
中
に

抛
な
げ
う

た
ば
、
多
く
觸
犯

有
り
。
妳だ

い

腥せ
い

の
氣
有
る
に
縁
る
。
并
び
に
外
来
の
尿
糞
の
惡
氣 

其
の
厠
神
并
び

に
受
糞
夫
人
に
充
つ
れ
ば
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
灾
咎
あ
り
。
凡
そ
男
子 

厠
に
上
る

に
、
科
頭
、
跣
足
な
る
を
得
ず
。
若
し
此
の
犯
有
ら
ば
、
公
私
の
人 

牢
獄
の
厄

に
遭
う
。
凡
そ
新
厠
を
置
得
す
れ
ば
、
即
便

す

な

わ

ち
舊
厠
を
除
却
す
べ
し
。
其
の
舊
厠

の
内
の
糞
亦
た
盡
く
除
く
べ
し
。
殃
禍
に
遭
う
を
恐
る
れ
ば
な
り
。
之
れ
を
除
く

時
に
當
た
り
、
水
を
以
て
厠
中
に
安
ん
じ
て
滿
た
し
む
。
厠
を
除
く
と
言
う
こ
と

莫
れ
。
只
だ
水
を
除
く
と
言
う
。 

（
通
釈
）
お
よ
そ
（
家
に
）
二
、
三
歳
以
下
の
男
の
子
や
女
の
子
が
い
て
、
そ
の

糞
を
厠
に
投
げ
こ
む
と
、
多
く
の
場
合
、
禁
忌
に
触
れ
お
か
す
こ
と
に
な
る
。（
こ

れ
は
）
ち
ち
く
さ
い
匂
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
ら
び
に
、
外
か
ら
く
る
糞
尿

の
悪
気
が
厠
神
や
受
糞
夫
人
（
厠
神
の
一
種
）
に
あ
た
る
と
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
（
そ

の
家
人
に
）
災
禍
が
あ
る
。
お
よ
そ
男
子
が
厠
に
入
る
と
き
に
は
、
頭
巾
を
つ
け

な
か
っ
た
り
、
裸
足
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
禁
忌
を
お
か
せ
ば
、
公

人
私
人
に
か
か
わ
ら
ず
、
投
獄
の
災
厄
に
あ
う
。
お
よ
そ
あ
た
ら
し
い
厠
を
設
置

し
終
え
た
な
ら
ば
、
即
座
に
ふ
る
い
厠
を
と
り
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ふ
る

い
厠
の
糞
も
ま
た
す
べ
て
と
り
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
災
禍
に
遭
遇
す
る
恐
れ
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
古
い
厠
を
と
り
の
ぞ
く
時
に
あ
た
っ
て
は
、
水
を
厠
の
な
か

に
静
か
に
入
れ
て
い
っ
ぱ
い
に
す
る
。
厠
を
除
く
と
い
っ
て
は
な
ら
な
い
、
た
だ

水
を
除
く
と
い
う
の
で
あ
る
。 

（
玉
全
解
釈
）
子
供
の
ふ
ん
（
糞
）
を
雪
隠
に
な
げ
う
つ
事
な
か
れ
。
多
く
は
ち

ち
の
な
ま
ぐ
さ
き
気
、
あ
る
ひ
は
い
ば
り
の
に
ほ
い
、
か
わ
や
に
あ
た
れ
ば
、
雪

隠
を
け
が
し
、
災
禍
を
ま
ね
く
。
又
男
女
と
も
に
雪
隠
に
行
時
に
、
或
は
か
み
（
髪
）

を
た
ば
ね
、
つ
く
ね
か
み
に
て
行
き
、
は
だ
し
に
て
行
事
、
大
に
忌
。
主
人
牢
こ

く
の
災
有
。
可
恐
慎
也
。
新
に
雪
隠
を
作
る
事
は
、
古
き
か
わ
や
、
ふ
ん
を
こ
と

ご
と
く
除
き
、
う
つ
す
べ
し
。
さ
な
き
時
は
災
害
あ
り
。
并
に
ふ
ん
を
除
く
と
き

に
、
つ
ぼ
に
水
を
一
は
い
（
杯
）
入
り
て
、
水
を
除
く
と
云
て
ふ
ん
を
取
捨
て
吉
。

是
は
雪
隠
の
神
、
ふ
ん
を
と
る
こ
と
き
ろ
（
嫌
）
う
ゆ
へ
な
り
。 

  

厠
③ 

（
原
文
）
凡
人
家
不
得
以
灰
棄
厠
中
。
及
将
盖
不
浄
、
令
人
家
貧
。
有
大
凶
。
厠

神
姓
郭
名
登
、
是
遊
天
飛
騎
大
殺
将
軍
。
不
可
觸
犯
。
能
賜
灾
福
。
凡
祭
祀
、
不

可
應
呼
神
名
。
避
之
吉
。
毎
逢
六
夜
莫
登
厠
。
竈
灰
撒
、
則
招
官
事
。
厠
中
生
蛆
、

以
蒪
菜
一
把
投
於
厠
甕
中
、
即
無
。 

（
校
勘
）「
竈
灰
撒
、
則
招
官
事
。
」
は
本
朝
本
は
「
竈
灰
撒
厠
、
招
官
事
。」
に
作

る
。 

（
訓
読
）
凡
そ
人
家
は
灰
を
以
て
厠
中
に
棄
つ
る
を
得
ず
。
及
び
将
盖 

浄
か
ら

ざ
れ
ば
、
人
家
を
し
て
貧
な
ら
し
む
、
大
凶
有
り
。
厠
神
の
姓
は
郭
、
名
は
登
、

是
れ
遊
天
飛
騎
大
殺
将
軍
た
り
。
觸
犯
す
べ
か
ら
ず
。
能
く
灾
福
を
賜
う
。
凡
そ
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祭
祀
に
は
、
神
名
を
應
呼
す
べ
か
ら
ず
。
之
れ
を
避
く
れ
ば
吉
。
毎つ

ね

に
六
夜
に
逢

え
ば
厠
に
登
る
こ
と
莫
れ
。
竈
灰
撒
け
ば
、
則
ち
官
事
を
招
く
。
厠
中
に
蛆
を
生

ず
れ
ば
、

蒪
じ
ゅ
ん

菜さ
い

一
把
を
以
て
厠
甕
中
に
投
ず
れ
ば
、
即
ち
無
か
ら
ん
。 

（
通
釈
）
お
よ
そ
人
家
に
お
い
て
は
灰
を
厠
の
中
に
棄
て
て
は
な
ら
な
い
。
お
よ

び
便
器
の
ふ
た
が
不
浄
で
あ
る
と
、
そ
の
家
を
貧
乏
に
さ
せ
る
。
大
凶
で
あ
る
。

厠
神
の
姓
は
郭
、
名
は
登
、
遊
天
飛
騎
大
殺
将
軍
で
あ
る
。
禁
忌
を
犯
し
て
は
な

ら
な
い
。
能
く
災
禍
と
吉
福
を
賜
う
。
お
よ
そ
祭
祀
に
お
い
て
は
、
そ
の
神
名
を

呼
ん
で
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
避
け
れ
ば
吉
で
あ
る
。
六
夜
（
夜
半
）
に
は
厠
に

入
っ
て
は
な
ら
な
い
。
竈
の
灰
を
厠
に
ま
く
と
、（
そ
の
家
は
）
訴
訟
事
を
招
く
こ

と
に
な
る
。
厠
中
に
蛆
虫
が
わ
く
と
き
は
、
ジ
ュ
ン
サ
イ
一
把
を
厠
甕
の
中
に
投

げ
こ
め
ば
、
た
だ
ち
に
（
蛆
虫
は
）
い
な
く
な
る
。 

（
補
注
）
郭
登
…
…
唐
の
牛
僧
孺
撰
『
幽
怪
録
』
に
は
「
郭
登 

厠
神
名
」
と

あ
る
。（
８
） 

ジ
ュ
ン
サ
イ
…
…
ジ
ュ
ン
サ
イ
属
の
植
物
（Brasenia schreberi
）。
中
国
、
日

本
を
は
じ
め
世
界
中
に
広
く
分
布
し
、
各
地
の
湖
沼
な
ど
に
み
ら
れ
る
浮
葉
性
の

多
年
草
。
葉
は
楕
円
形
。
若
い
茎
先
や
葉
は
寒
天
質
に
つ
つ
ま
れ
て
ぬ
め
り
が
あ

り
、
食
用
と
さ
れ
る
。（
９
） 

（
玉
全
解
釈
）
雪
隠
へ
灰
を
捨
る
こ
と
な
か
れ
。
又
用
に
後
、
ふ
た
を
よ
く
し
て

出
て
よ
し
。
さ
な
き
時
は
、
其
家
貧
窮
に
し
て
有
大
凶
也
。
雪
隠
を
常
々
よ
く
そ

う
じ
を
し
て
祭
べ
し
。
よ
く
福
貴
を
い
る
る
神
也
。
故
に
俗
に
云
、
常
に
雪
隠
を

よ
く
そ
う
じ
を
す
る
人
、
善
き
子
孫
有
と
云
。
子
孫
は
宝
な
り
。
此
意
を
取
て
云
。

触
犯
事
な
り
、
祭
ら
ざ
る
家
は
常
に
災
害
病
難
多
し
。
夜
九
ツ
時
よ
り
常
に
雪
隠

へ
行
べ
か
ら
ず
。
雪
隠
の
神
あ
そ
ぶ
の
事
な
り
。
故
に
此
と
き
に
行
け
ば
、
神
を

お
か
す
ゆ
へ
、
祟
り
あ
り
。
か
ま
ど
の
は
い
を
雪
隠
に
す
つ
れ
ば
、
公
事
そ
し
ょ

う
を
招
く
。
雪
隠
に
多
く
虫
の
わ
く
と
き
は
、
じ
ゅ
ん
さ
い
一
把
を
か
は
や
の
中

へ
入
て
お
け
ば
た
ち
ま
ち
虫
さ
る
な
り
。 

二
．
『
周
書
秘
奥
營
造
宅
経
』
宅
舎
一 

後
半
部
解
説 

（
一
）
中
国
民
居
に
み
る
庁
堂
と
庭
院
（
天
井
） 

『
周
書
秘
奥
營
造
宅
経
』
宅
舎
一
で
は
廰
（
庁
）
堂
と
天
井
に
つ
い
て
記
さ
れ

て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
福
建
省
の
民
居
に
お
け
る
「
庁
堂
と
庭
院
（
天
井
）
」
に
関

す
る
著
述
（
『
福
建
民
居
』
）
か
ら
、
こ
の
ふ
た
つ
が
連
関
し
て
つ
く
り
だ
す
空
間

構
成
の
特
徴
を
考
察
す
る
。 

庁
堂
と
は
民
居
の
公
共
的
な
場
所
で
あ
る
。
通
常
は
メ
イ
ン
の
庁
堂
（
主
庁
）

の
他
、
い
く
つ
か
の
庁
堂
（
側
庁
、
書
庁
、
前
庁
、
後
庁
）
が
あ
る
。
主
庁
は
神

を
供
奉
し
、
祖
先
を
祭
祀
す
る
場
で
あ
る
。
加
え
て
客
人
を
も
て
な
し
、
親
し
い

友
人
と
語
ら
う
場
で
も
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
通
常
、

庁
堂
の
空
間
は
前
方
の
庭
院
（
俗
に
天
井
と
い
う
）
に
向
け
て
開
け
放
た
れ
て
い

る
。
一
般
に
、
そ
こ
に
は
（
壁
の
な
い
）
柱
廊
が
設
置
さ
れ
、
前
面
に
は
ひ
さ
し
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の
出
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
庁
堂
と
庭
院
は
内
部
と
外
部
が
相
互
に
通
じ
あ
う

空
間
を
構
成
し
、
相
互
を
際
立
た
せ
る
働
き
を
な
す
。 

主
た
る
庁
堂
は
家
の
主
人
の
社
会
的
地
位
や
財
力
、
文
化
的
教
養
を
示
す
場
で

も
あ
る
。
故
に
庁
堂
に
は
（
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
）
装
飾
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
が
重

ん
じ
ら
れ
る
。
福
建
の
民
居
の
庭
院
は
地
域
の
気
候
の
特
徴
に
適
応
さ
せ
て
お
り
、

一
般
に
規
模
が
比
較
的
狭
小
で
、
俗
に
「
天
井
」
と
称
さ
れ
る
。
庭
院
は
周
囲
の

居
室
へ
の
採
光
、
通
風
の
役
割
を
に
な
う
。
規
模
の
小
さ
い
天
井
式
庭
院
は
室
内

の
採
光
を
お
さ
え
、
涼
気
を
保
つ
の
に
有
効
で
あ
る
。
雨
水
も
こ
こ
に
集
め
ら
れ
、

排
水
さ
れ
る
。
庁
堂
と
庭
院
は
相
互
の
特
徴
を
共
有
し
、
補
完
し
あ
う
。
庭
院
が

た
と
え
狭
小
で
も
、
有
限
な
空
間
で
あ
る
庁
堂
は
庭
院
と
つ
な
が
る
こ
と
で
外
へ

と
延
伸
す
る
の
で
あ
る
。（
11
） 

 

庭
院
（
天
井
）
は
採
光
、
通
風
、
排
水
と
い
っ
た
機
能
を
持
つ
が
、
庁
堂
と

連
関
す
る
こ
と
に
よ
り
相
互
に
拡
張
性
を
有
し
、
整
然
と
し
た
な
か
に
も
洗
練

さ
を
兼
ね
備
え
た
空
間
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
中
国
人
の
住
ま
い
に
対

す
る
理
念
、
合
理
性
を
追
求
し
つ
つ
美
観
を
重
ん
じ
る
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い

る
。 

 

（
二
）
竈
神
の
習
俗
に
み
る
中
国
民
居
の
暮
ら
し 

『
周
書
秘
奥
營
造
宅
経
』
宅
舎
一
の
後
半
部
に
は
、
竈
や
厠
の
設
置
、
使
用
の

際
の
留
意
点
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
竈
に
は
竈
神
、
厠
に
は
厠
神
が
い
て
、
そ

れ
を
敬
う
こ
と
の
大
切
さ
と
禁
忌
と
す
べ
き
事
柄
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
各
家
庭

の
生
活
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
神
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
は
竈

神
の
習
俗
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
考
察
す
る
。 

竈
神
と
は
中
国
に
お
い
て
古
く
よ
り
信
仰
さ
れ
た
神
で
あ
る
。
清
の
『
燕
京
歳

時
記
』
祭
竈
に
は
、
十
二
月
二
十
三
日
に
竈
神
を
宮
廷
か
ら
民
間
ま
で
広
く
祭
祀

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
古
く
は
黄
羊
が
用
い
ら
れ
、
近
頃
で
も
宮

廷
で
は
な
お
こ
れ
が
用
い
る
と
聞
く
が
、
民
間
で
は
用
い
ら
れ
な
い
。
民
間
で
竈

神
を
祭
祀
す
る
場
合
は
、
た
だ
南
糖
、
関
東
糖
、
糖
餅
や
清
水
、
草
豆
を
供
え
る

の
み
で
あ
る
。
糖
は
竈
神
の
た
め
で
あ
り
、
清
水
、
草
、
豆
は
神
馬
（
お
そ
ら
く

馬
の
描
か
れ
た
神
像
図
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
を
祭
祀
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

祭
が
終
っ
た
あ
と
は
、
そ
れ
を
は
ず
し
、
千
張
や
元
宝
と
と
も
に
こ
れ
を
焚
き
あ

 

図１ 庁堂と庭院（天井）前方は断面

 

図２ 庭院（天井）と廊 

図の出典：図１、２とも高鉁明・王乃香・陳
瑜『福建民居』（中国建築工業出版社 一九
八七）四十四、四十六頁 
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げ
る
。
そ
し
て
大
晦
日
の
接
神
の
と
き
に
ま
た
あ
ら
た
に
こ
れ
ら
を
掲
げ
祭
る
。
」
、

「
謹
ん
で
『
日
下
旧
聞
考
』
を
勘
案
す
る
に
は
、
京
師
の
竈
の
祭
祀
は
古
く
か
ら

の
習
俗
に
よ
り
、
婦
女
が
祭
に
係
わ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
祭
祀
は
二
十
三
日

に
行
う
け
れ
ど
も
、
た
だ
南
方
各
省
か
ら
移
住
し
寄
留
し
て
い
る
世
帯
は
二
十
四

日
に
行
う
の
で
あ
る
。
」（
12
）

と
あ
る
。 

清
の
蘇
州
の
歳
時
風
俗
を
記
し
た
『
清
嘉
録
』
に
は
、「
跳
竈
王
」
の
行
事
が
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
十
二
月
の
初
め
か
ら
二
十
四
日
ま
で
行
わ
れ
る
も
の
で
、

乞
食
集
団
が
竈
公
、
竈
婆
に
扮
し
て
各
家
に
行
き
、
門
戸
で
銭
を
も
ら
う
。
二
十

四
日
に
は
「
送
竈
界
」
と
い
い
、
竈
の
神
を
送
る
。
こ
れ
は
天
に
の
ぼ
る
竈
神
を

送
る
の
で
あ
り
、（
竈
神
が
乗
る
た
め
の
）
竈
馬
（
紙
馬
）
は
門
の
外
で
焚
送
さ
れ

る
。
そ
し
て
「
接
竈
」
と
い
い
、
天
に
昇
っ
て
い
た
竈
神
が
家
に
降
り
て
く
る
の

を
迎
え
る
行
事
が
行
わ
れ
る
が
、
竈
神
の
紙
馬
を
竈
の
わ
き
の
鍋
釜
を
載
せ
る
と

こ
ろ
に
あ
る
厨
子
に
安
置
し
、
供
え
物
を
し
て
祭
祀
す
る
の
で
あ
る
。（
13
） 

竈
神
と
民
間
の
禁
忌
に
つ
い
て
、
任
騁
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
食
事

と
は
人
々
の
生
活
に
か
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
竈
（
灶
）
王
爺
」
か

ら
の
給
わ
り
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
竈
王
爺
は
各
家
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、

家
人
の
一
挙
一
動
を
じ
っ
と
見
て
い
る
。
竈
王
爺
を
祭
る
と
き
に
は
麦
芽
糖
を
供

え
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
口
を
粘
着
さ
せ
、（
天
帝
に
告
げ

口
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
）
の
で
あ
る
。
竈
王
爺
が
天
に
行
き
、
玉
皇
大
帝
に
家

人
の
行
い
を
報
告
す
る
と
き
に
は
よ
い
話
を
さ
せ
、
悪
い
話
を
さ
せ
な
い
よ
う
に

す
る
。
河
南
省
信
陽
あ
た
り
で
は
大
工
は
竈
王
爺
（
姓
は
張
）
と
竈
王
婆
（
姓
名

は
郭
丁
香
）
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
歌
い
な
が
ら
仕
事
を
す
る
と
い
う
。
ま
た
、「
女

は
竈
を
祭
ら
ず
」
と
い
う
の
は
、
竈
王
爺
は
過
去
に
放
縦
な
暮
ら
し
を
し
て
お
り
、

そ
れ
を
思
い
お
こ
さ
ぬ
よ
う
に
気
遣
っ
た
も
の
と
も
い
わ
れ
る
。（
14
） 

人
々
は
竈
神
を
信
頼
感
と
親
近
感
を
持
っ
て
接
し
、
祭
祀
を
し
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
日
々
の
体
を
養
う
食
を
つ
か
さ
ど
る
竈
に
神
が
宿
る
と
し
、
そ
の
竈
神

と
密
接
に
繋
が
る
こ
と
で
、
宅
の
主
人
、
あ
る
い
は
家
人
の
安
寧
が
も
た
ら
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

お
わ
り
に 

『
周
書
秘
奥
營
造
宅
経
』
は
、
居
宅
の
樓
や
廰
堂
、
庭
軒
、
房
室
、
門
戸
、
井

竈
、
天
井
、
窓
、
溝
瀆
、
厠
を
設
置
す
る
際
の
留
意
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
加

え
て
そ
れ
ら
を
設
置
す
る
際
の
日
取
り
や
禁
忌
、
ま
た
、
厠
や
竈
に
お
い
て
は
そ

こ
に
お
わ
す
神
々
へ
の
配
慮
が
記
さ
れ
て
い
る
。
あ
と
に
続
く
「
宅
舎
二
」
で
は
、

暦
注
に
も
と
づ
く
造
作
な
ど
に
お
け
る
日
選
び
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
「
宅
経
」
書
は
居
宅
の
空
間
構
成
だ
け
で
は
な
く
、
暦
注
に
よ
る
居
宅
に
お
け

る
日
々
の
生
活
の
留
意
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
の
で
あ
る
。 
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注 
（
１
） 
『
陽
宅
十
書
』
訳
注
Ⅱ
は
『
人
文
学
論
集
』
第
二
十
七
集
、
訳
注
Ⅲ
は
『
人

文
学
論
集
』
第
二
十
八
集
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
。（
水
野
杏
紀
・
平
木
康
平
『
陽

宅
十
書
』
訳
注
Ⅰ
～
Ⅲ
（
『
人
文
学
論
集
』
第
二
十
六
～
二
十
八
集 

大
阪

府
立
大
学
人
文
学
会 

二
〇
〇
八
～
二
〇
一
〇
） 

（
２
） 

前
掲
『
家
政
学
文
献
集
成
續
編
』
江
戸
期
Ⅶ
に
も
『
居
家
必
用
事
類
全
集
』

和
刻
が
収
載
（
影
印
本
）
さ
れ
て
い
る
。 

（
３
） 

宋
、
洪
邁
撰
、
何
卓
點
校
『
夷
堅
志
』
（
中
華
書
局 

一
九
八
一
）
所
収
。 

（
４
） 

茂
木
計
一
郎
・
稲
次
敏
郎
・
片
山
和
俊
『
中
国
民
居
の
空
間
を
探
る
』（
建

築
資
料
研
究
社 

一
九
九
一
）
二
三
五
頁
参
照
。 

（
５
） 

『
叢
書
集
成
初
編
』
（
中
華
書
局 

一
九
八
五
）
所
収
。 

（
６
） 

『
燕
京
歳
時
記
』
二
月 

清
明 

清
明
即
寒
食
。
又
曰
禁
烟
節
。
古
人

重
之
。 

又
歳
時
百
問
云
、
萬
物
生
長
此
時
、
皆
清
浄
明
潔
、
故
謂
之
清
明
。 

（
７
） 

王
雲
五
主
編
『
叢
書
集
成
』（
商
務
印
書
館 

一
九
三
九
）
所
収
。 

（
８
） 

『
叢
書
集
成
初
編
』
（
中
華
書
局 

一
九
九
一
）
所
収
。 

（
９
） 

新
訂
『
牧
野
和
漢
薬
草
大
圖
鑑
』
（
北
隆
館 

二
〇
〇
二
）
七
七
頁
参
照
。 

（
10
） 

『
齊
民
要
術
』
巻
八 

入
七
月
盡
九
月
、
十
月
内
、
不
中
食
。
蒪
有
蝸
蟲
著
故
也
。
蟲
甚
細
微

與
蒪
一
體
不
可
識
別
。
食
之
損
人
。 

（
11
） 

高
鉁
明
、
王
乃
香
、
陳
瑜
『
福
建
民
居
』（
中
国
建
築
工
業
出
版
社 

一
九

八
七
）
四
三
～
四
六
頁
参
照
。 

（
12
） 

『
燕
京
歳
時
記
』
十
二
月 

祭
竈 

 

二
十
三
日
祭
竈
、
古
用
黄
羊
。
近
聞
内
廷
尚
用
之
。
民
間
不
見
用
也
。

民
間
祭
竈
惟
用
南
糖
、
關
東
糖
、
糖
餅
及
清
水
、
草
豆
而
已
。
糖
者
所
以

祀
神
也
。
清
水
、
草
豆
者
所
以
祀
神
馬
也
。
祭
畢
之
後
、
将
神
像
掲
下
、

與
千
張
、
元
寶
等
一
併
焚
之
。
至
除
夕
接
神
時
、
再
行
供
奉
。 

 

謹
按
日
下
舊
聞
考
、
京
師
祀
竈
仍
沿
舊
俗
、
禁
婦
女
主
祭
。
其
祀
期
用

二
十
三
日
、
惟
南
省
客
戸
用
二
十
四
日
。 

（
13
） 

中
村
喬
『
清
嘉
録
』（
平
凡
社 

一
九
八
八
）
二
四
八
～
二
四
九
、
二
六
〇

～
二
六
六
、
二
八
八
～
二
八
九
頁
参
照
。 

（
14
） 

任
騁
『
民
間
禁
忌
』（
天
津
人
民
出
版
社 

二
〇
〇
四
）
一
八
二
～
一
八
七

頁
参
照
。 


